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社会福祉 と 「居住の不安定」

一東京 における社会福祉 の 「一般化」 の進展 と 「居住 の不安定」 一

岩 田 正 美

1社 会福祉の 「一般化」 ・ 「普遍化」 と 「居住 の不安定」

現代 の社会福祉 の特徴 をその 「一般化」 ・ 「普遍化」 傾向において とらえよ

う,と い う点 で,多 くの社会福祉研究 は一致 しているよ うに見え る。 すなわち,

貧 困者 に限定 した福祉か ら,国 民一般 の多様 なニーズを基調 とす る福祉 サ ー ビ

スへの転換が この意味で ある。

この場合,「一般化」 や 「普遍化」 とい う概念 自体 を曖 昧 に した ま ま議論 が

すすんでいる,と い う批判が ある。 た とえば,「普遍主義」 とい う言葉 は,社 会

保険 における均一拠出 と均一給付 の レベル,ニ ー ズを問 わ な い とい う レベ ル,

ミー ンズテス トを伴わ ないとい うレベル,等 で使 われ る可能性 があ るが,当 然

それぞれの意 味 は異 なる。(文 献32)ま た,ミ ー ンズテス ト以前 の労動 能 力調

査 や価値 ある貧民 とい う 「質的基準」 か らいえば,ミ ー ンズテス トです ら,貨

幣所得 とい う近代社会 の共通 の 「量的物差 し」 とい う 「普遍的」方法 を とった

ものであ る,と い もいえ よ う。実際,戦 後のわが国 の生 活保 護 法 は,ミ ー ンズ

テス トを とる とい う意味での 「選別主義」 の制度 であ るが,そ れ は同 時 に,労

働能力調査や欠格条項 を廃 し,国 民一般 へ開かれ るとい う意味で 「一般化」され

た制度である ともいえな くはな い。最近 この生活保護法 を 「救貧 福祉」 と して

ひ と くくりに呼ぶ傾 向が強 いが,そ れで は救護法や旧生活保護法な どとの区別

がっか な くな るとい うもので ある。

さ らに,「選別」 に対 しての 「普遍化 」 あ るい は特 殊 に対 して の 「一 般 化」

が,社 会福祉 の合理 的発展方向であ るということも,単 純 には言 え な いで あろ

う。「普遍主義」 と しての社会保険 と 「選別主義」 の公 的扶助 の組 み合 わせ に

社会保障の意味が あ ったこと,社 会保険 にお ける均一拠 出 ・給付か ら所 得比 例
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へ の転 換 ,一 般 階層 へ開 い た サ ー ビスに お け る費 用 徴 収 階層 の設 定,あ る い は

積極 的差 別 の提 案,な どを ど う考 え るか とい う問題 が指 摘 され て い る。

また,わ が 国 にお いて は,「 一 般 化」 や 「普 遍 化 」 が ニ ー ズ そ の もの の 拡 大

変 化=サ ー ビス対象 の拡大 か らス トレー トに説 明 され過 ぎ,あ くまで貧 困 対 策

と して の政 策 手 段 の変 更 と して議 論 され て い るイ ギ リスな ど にお ける用語 の使

い方 との意 味 が異 な る,と い う批 判 もあ る。(文 献33)

いず れ に せ よ,少 な くと も社 会 福 祉研 究 の レベ ル にお いて は,こ の 「一般 化」

「普 遍 化 」 概 念 の再 検 討,「 選 別 」 や 「特 殊 」 とそ れ らの現 実 にお け る ジグ ザ グ

の関 係,そ れ らの原 理 を生 み 出 す背 景 と そ の 持 つ 意 味 は何 か が,対 象 レベ ル,

政 策 レベル,実 践 レベル の それ ぞ れ で さ らに深 く追 求 され な けれ ば な らな い で

あ ろ う。 ま た こ う した 「一 般 化」 「普遍 化 」 の傾 向 が,実 際 に は何 を もた ら し

て い るか,と い う評 価 も今 後 は特 にな され な けれ ば な らな い。

さて,以 上 を前 提 と して,本 稿 で は,社 会 福 祉 の 「一一般 化」 ・ 「普 遍 化 」 と

うフ レー ム ワー クの なか で,「 居 住 の不安 定 」 とい う状 態 を伴 う貧 困 が 政 策 的

に は ど う扱 われ ざ るをえ な か ったか,と い う点 に一 っ の 焦 点 を あ て て み た い。

特 に,こ こで は,所 得 に限 定 され な いで 国民 一 般 に対象 が広 が る,と い う意 味

で の わが 国 にお け る社 会福 祉 の 「一 般 化 」 の下 で の 「居 住 の不 安 定」 状 態 を伴

う貧 困 へ の政 策 的対 応 を取 り上 げ る。 「居 住 の不 安 定」 と い うの は,次 節 で 詳

し く述 べ るが,た とえば歴 史 的 に は 「行 路病 人 」 「浮 浪 」,「不 定 居 的 細 民 」 「ル

ンペ ン」,「移 動 労 働 者」 「住 所 不 定」 な ど とい うさ ま ざ ま な用 語 で 呼 ば れ て き

た,「 慣 習 的 な労 働 と住 居 を もて な い」 状 態 の貧 困 を さ して い る。 貧 困 対 策 を

た て る側 は,貧 困 を こう した 「居 住 不 安 定」 の もの と,一 応 の 「居 住 安 定 」 の

上 で の貧 困 に早 くか ら区分 して きた。 いわ ゆ る 「救 貧福 祉」 時 代 の福 祉 は,こ

の両 者 を 区別 しなが ら も,一 応 両 者 共 に救 済 の対 象 に して きた といえ る。

と ころで,社 会福 祉 の 「一 般 化 」 ・ 「普 遍 化 」 は,そ れ を あ くま で 貧 困 対 策

を中心 と した政 策 手段 レベ ルの方 法 原 理 の変 化 と と らえ れ ば,当 然 この 「一 般

化 」 され た サ ー ビス は,「 居 住 不安 定 」 な貧 困状 態 を も射 程 に い れ て い る はず

で あ る。 また,わ が 国 にお け る よ うに,貧 困 で は な く一 般 の ニー ズ へ の対 応 だ

と と らえ た と して も,そ の前 提 には,貧 困 問 題 へ の対 応 自体 はす で にで きて い
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る,そ れによ って貧困問題 は基本 的には解決 したという評価が あるとい って よ

いであろう。 っ ま り,い ずれ にせよ社会福祉 の 「一般化」 によ って,か つ て の

対象層 が,「 はず され る」 とい うことはない,と い うことが,建 て前 であ る。

ところが,こ の 「一般化」 が,「一般化」 な るが ゆえ に,貧 困証 明で はな く,

単 に住民 としての社会へ の 「帰属」のみを前提 にすればす るほど,こ の点 は微

妙 な もの とな る。国籍,住 民登録 を条件 とした拠 出や給 付,慣 習 的 な住 居 や

引 き取 り先あ るいは保証先 と して の家族 の存在 な ど住民 としての実質 を前提 に

した在宅 ケア,地 域福祉 な どが 「一般化」 の傾 向のなかで当た り前 にな って い

けばい くほど,流 動 を余儀 な くされ る貧困層 はその対象 にの らな くなっていく。

この点 を,戦 後 いちはや く予言 したのは,自 らも東京都 の民生局長 と して戦 後

の社会福祉整備 にかかわ った磯村英一で あった。磯村 はいわゆる 「ドヤ街」 の

研究 を通 して,「 ドヤ街 は,大 都会 の もっと も孤 立 した人 間 関係 の集積 の場 で

あ る」 と した上 で,「 と同時 に社会福祉 とい う組織 か らも離 れて い る場 所 で あ

る」 と規定す る。「何故 な らば,近 代的社会福祉 は,住 居 も,家 族 も,職 業 も明

らか にす ることが前提 とされ るか らで ある」 と看破 し,「即 ち文 字 通 りその大

多数 は社会福 祉の圏外 におかれてい るもの とい って よいであ ろう」 と述 べたの

であ った(文 献1-p.2～3)。 これは,貧 困層 の うちで も,い わ ゆ る 「鰹 寡

孤独廃疾」 と称 された人 々のみを限定的 に救済対象 と して いた戦前 の福祉政策

を,国 民 ベースに大転換 させ,国 民皆保険 ・皆年金 という社会保 障 体制 を準 備

した時期 に述べ られた もので ある。今 日の社会福祉の 「一般化」が,こ の戦 後

の社会福祉 のいわゆ る 「近代化」 によ って貧困 が 「ほぼ解決 された」 と評価 さ

れ る,そ のまさに到達点 に展 開 されている ものであるとすれば,磯 村 の述 べ た

「近代的社会福祉 の圏外 の人 々」 はます ます 「圏外」 へ 固定 され,社 会福 祉 と

は最 も遠 い存在 に位 置づ けられざるをえないのであろ うか。

以下で は,特 に 「居住 の不安定」 な人 々が集 中 す る大 都市 東京 を具体例 と

して,戦 後 の 「社会福祉 の近代化」 とその頂点 と しての 「一般化」傾向 の形成

の中で,「居住 の不安定」 を伴 う貧 困 状態 へ社 会福 祉 が ど う対 応 して きたか,

またその対応 はど う変遷 して きたかを検討 してみたい。
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2「 居住の不安定」な人 々の存在 とその意味

順 序 と して,こ こで使 う 「居 住 の不 安 定 」 とい う言 葉 の限定 と,そ う した状

態 に あ る人 々 の存 在 の意 味 を,ま ず 明 らか に して お きた い。 「居 住 の不 安 定 」

と は,通 常 「ホー ム レス」 や 「浮 浪 」,「ル ンペ ン」 な ど と歴 史 的 に使 わ れ て き

た概 念 が 一 般 的 に規 定 して きた よ うに,ま ず第 一 に,あ る社 会 の 中 で一 般 に享

受 され て い る よ うな 「慣習 的,規 則 的 な居 住 」 に欠 けて い る状 態 を指 してい る。

た とえ ば わが 国 明治 期 の 「警 察 犯 処罰 令 」 で は いわ ゆ る 「浮 浪 者 」 を 「一 定 の

住 所 又 は生 業 な く して諸 方 を俳 徊 した る もの」 と定 義 して きた。(文 献37)

また,P・H・Rossiに よれ ば,い わ ゆ る 「ホ ー ム レス」 とい う概念 も 「conven-

tionaldwelling」 へ の規 則 的 ・習 慣 的 な ア ク セ ス の もて な い状 態 と い う解 釈

が核 に な って い るのが一 般 的 だ と述 べ て い る。(文 献40)

第 二 に,こ の 「習 慣 的,規 則 的 な居 住 」 に欠 けた状 態 は,通 常 「規 則 的 な 労

働」 か らの排 除,あ るい は場 合 に よ って は 「家族 」 か らの排 除 を も含 む と もい

わ れ て い る。 す なわ ち,「 居 住 の不 安 定 」 と は単 に安 定 して 住 む家 が な い と い

うだ けで な く,そ の 内側 に含 まれ る休 息 ・家 族 ・愛 情 ・安 全 な ど と不可 分 に結

びっ いた概 念 で あ る 「home」 の喪 失 を含 意 して い る と理 解 され る し,ま た そ

の前提 と して の収 入 を もた らす労 働 の不 規 則 ・不 安 定 と も結 び っ いてい る とい

われ て い る。 したが って,そ れ は貧 困 の極 限 の状 態 の一 っ で あ り,基 礎 的 な物

質 や快 適 さの享 受 が きわ め て不 安 定 に な って い る状 態一 般 の一っ の表現で ある。

「浮 浪 」 「ル ンペ ン」 な どの概 念 にお いて は,特 異 な性 癖,あ るい は 「遊 牧 民 」

の な ご りな ど ロマ ンチ ックな解釈 が しば しば され て きたが,「 浮 浪者 」や 「ホー

ム レス」 に関 す る実 態調 査 は労働 市 場 や社 会 政 策 の あ りか た との強 い関係 を指

摘 し,経 済 不 況 や社 会政 策 の変 更 に よ って た えず 補 充 され て い る こ と,そ の望

み の少 な い貧 困生 活 な どを 明 らか に して きて い る。

さ らに第 三 に,こ う した極 限 的 な貧 困 状態 を 内包 す る 「居住 の不安定」 は人 々

の社 会 へ の 「帰 属 性 」 の喪 失,社 会 か らの 「孤 立 」,い わ ば 「根 無 し草 」 と し

て の存 在 を も意 味 して い る。 近 年 ア メ リカで 盛 ん な ホー ム レス研 究 にお いて も
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「disaffiliation」 の指 摘,家 族 だ けで な く友 人 や地 域 社 会 との 「netework」 の

喪 失 が強調 され て い るが,「 居 住 の不 安 定」 は単 に 貧 困 で あ る,と い うだ け で

な く,「慣 習 的 な居 住 の喪失 」 を介 して社 会 の構 成員 で あ る こ との 「存 在 証 明」

の欠 損 に まで至 る可能 性 を強 く含 ん で い る もの と して と らえ られ る。 な お,こ

の意 味 での社 会 か らの分 離 は,そ の社 会 の構 成員 の貧 困 化 の過 程 で生 じる だ け

で な く,外 国人 労働 者 の流 入 の よ うな形 態 で も生 じ,ま た戦 争や災害 な どによ っ

て社 会 その もの の一 時 的解 体 が起 こる場 合 は集 団 的 な形 態 で生 じうる こ とに注

意 して お きた い。

と ころで,こ う した定 義 を なす場 合,次 の2点 が考 慮 され な け れ ば な らな い

と思 う。1点 は,「 慣 習 的 な居 住 」 に欠 けた状 態 を具 体 的 に定 義 を しよ う とす

る場 合,ど う して もあ る 「曖 昧 さ」 がっ きま とわ ざ るを得 な い とい う点 で ある。

た とえ ば,自 分 の家 を持 って いて,そ こに住 ん で い る とか,ま た敷 金,礼 金 な

どを支 払 って,一 定 期 間定 住 して い る アパ ー ト居住 な どは,明 らか に 「安 定 し

た居 住 」 とみ な され うるだ ろ う し,逆 に路 上 や 公園 で夜 を過 ごさざ るを え な い

よ うな状 態 は明確 に 「conventionaldwelling」 に欠 けて い る とい え るだ ろ う。

「浮 浪」,「ル ンペ ン」,「ホ ー ム レス」 な どの言 葉 が 通 常 「路 上 を俳 徊 す る」 と

い う状 態 にだ け引 きつ けて使 わ れが ちで あ るの は,そ れ が最 も明 確 だ か らで あ

る。 しか し,そ れ で は簡 易宿 泊 所 や安 ホ テ ル,仮 小 屋 や 工 場 や事 務 所 の片 隅,

車 の中,深 夜 喫茶 や映 画 館 に寝 泊 ま り して い る場 合 は 「安 定 した居 住」 と い え

るのか。 施 設,病 院,刑 務 所 な ど は ど う考 え るの か。 出稼 ぎ労 働 者 や 外 国 人 労

働 者 の飯場 や住 み込 み就 職 は ど うか,離 婚 した娘 が親 元 に一 時 同居 して い る場

合 はど うか,等 の 問題 が お き る。Rossiは 「安 定居 住 」 と 「文 字 ど お りの ホ ー

ム レス」 の 中 間 に さま ざ まな程 度 の,さ まざ ま な形 態 の不 安 定 が あ り うる と述

べ る。 そ して そ れ は いわ ば貧 困 の深 化 とか か わ るわ けで あ り,食 物 が次 第 に貧

し くな るの と同様 に,居 住 も徐 々 に不 安定 に な る の で あ ろ う。 そ の意 味 で は,
　 　

「居住 の不安定」 とは 「不安定」 の程度 を含ん だ概念 で あ り,広 く も狭 くも定

義 しうる。戦前の 「浮浪者調査」を数多 く手が けた草 間 八十 雄 は,野 宿,「 ル

ンペ ン」 な どに対 して,木 賃宿宿泊者(ド ヤ もの),共 同宿泊所宿泊者,拾 い子

部屋(部 屋 もの)を 準不定居的細民 と定義す る分類 もあ りうるが 「ドヤ者 と部
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屋 者 と野 宿者,こ れ らが不 定居 的細 民」(文 献3pp。706～7)と 広 義 に み な

して い る し,RossiはJこ れ らの さま ざ ま な中 間形 態 が,「 ホ ー ム レス」 の母 体

で あ る こ とを強 調 しなが らも,実 態 調 査 の技 術 的制 約 か ら路 上 や バ スの待 合 い

室,空 き家,車,そ して シェル ターな どの宿 泊 所 に寝 泊 ま りす る 「文 字 どお り

の ホ ー ム レス」 を狭義 に定 義 して い る。 ま た,イ ギ リス の 「HomelessAct」

(1977)の 執 行過 程 に お いて も,具 体 的 に どの よ うな状 態 を 「ホ ー ム レス」 と

み なす か は,そ れぞ れ の地 方 当局 に よ って様 々 で あ る と い わ れ て い る。(文 献

17)こ の よ うに,具 体 的 な定義 に は,あ る曖 昧 さ が っ き ま と うわ けで あ るが,

こ こで は,い わ ゆ る路 上 俳 徊 ば か りで な く,も と もと生 活 の拠 点 で はな く一泊,

一 泊 の宿 泊 を 目的 にた て られ た簡 易 宿 泊所 や安 ホテ ルへ の不 安 定 な宿 泊
,飯 場

や住 居 に適 さな い建物 の一 部 へ の居 住 も含 め,ま た病 院 や刑 務所 な どか ら出 る

場 合 に,「 帰 る家 が な い」 とい うよ うな状 態 を も含 めて,や や広 く不 安 定 を と

らえて お きた い。 いず れ も,身 の回 りの最 低 限 の所 持 品 しか持 ち込 めず,し た

が って そ こに私 的 な 自由 な生 活 が展 開 され得 ず,ま た居 住 権 が発 生 しよ うの な

い状 態 で あ る と考 え られ るか らで あ る。

第2点 は,今 度 は本 質 的 な意 味 にか か わ るが,「 居住 の不 安 定 」 と い って も,

近 代 資本 主 義 社会 の人 々の生 活 が基 本 的 に 自由 な職業 移 動,地 域 移 動 に支 え ら

れ て い る とす れ ば,そ れ は少 な くと も雇 用 労 働者 全 体 に あて は ま る もの で は な

いか とい う問題 が あ る。 言 い替 え る と,近 代 社会 にお け る 「安 定」 とは逆 に何

か,あ るい は 「安 定」 が存 在 して い る か とい う問 題 で あ る。 「居 住 の不 安 定 」

は結 局 「居 住 の安 定」 の否 定語 で しか な いか らで あ る。

た とえ ば,封 建社 会 にお いて は,「 居 住 の安 定 」 と は身 分 や土 地 へ の緊 縛 を

意 味 し,「居 住 の不 安定 」 とは,文 字 どお り身分 制 度 か らの放 逸,社 会 か らの離

脱 を意 味 した,と い って よか ろ う。 いわ ゆ る無 籍 の宿 無 し=「 無宿 もの」 で あ

る。 しか し,こ う した無宿 ものす ら,特 定 地域 へ集 め られ,居 住 が 強 制 され た

経 過 が あ る。 しか し,封 建 社 会 の崩 壊 過 程 は,社 会 そ の もの の 解 体 に よ って,

土 地 か ら も身 分 か らも切 り離 され たの に,ま だ 「帰 属 す べ き社 会 を もた な い」

膨 大 な 「居住 の不 安 定」 な人 々を作 りだ した。 そ の 都 市 へ の 集 中 が い わ ゆ る

「都 市 下 層 社 会」 を と りあえ ず形 成 し,資 本 主 義 経 済 が 必 要 と した,資 本 の要
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求 にあわせて流動 して回 る自由な労働者 の給源 とな った ことは周知の ところで

あろ う。 この発端 の下層社会 にお いて は,長 屋 で あ ろ う と木 賃宿 で あ ろ うと,

まだ家族 の結 びっ きも弱 く,雑 居 が決 して奇異 でない状態 であ った,と 中川 清

は述べて いる。「すなわち,家 族 であること自体 が困難 で あ るほ どに貧 しか っ

た」(文 献29-p.29)の であ り,こ の場 合下 層社 会 はあ げて 「居 住 の不 安定 」

状態 にあ った,と いえ よう。 それ は,無 戸籍 無就学 な どの近 代社会 への帰 属

性 の希薄 さに もっ なが っていた。 ところで,近 代社会 は,こ こか ら自由な労 働

者 を確保 しは じめ るわ けであ るが,し か し労働者 はいっ まで もこのような極 限

的な貧困 と しての 「居住 の不安定」状態 におかれてはいなか った。すなわち こ

の下層社会 か ら雇用労働 によ って家族 を養 い,労 働者 と しての生活構造 を相対

的独 自に形成 してい く層 が,分 化 してい くのであ る。 その 日その 日の労 働 で は

な く長期の雇用契約,小 家族の形成 と一定地域へ の定着 を志 向す る労働 者層 が

出現す る。労働者 は無一文 のその日暮 らしの労働者で はな く,住 居 を定 あ,そ

こに一定の耐久財 を整備 し,家 計 を成立 させ,町 会費 や税金 す ら納 め,小 家 族

と して の長期 の見通 しを もった,そ して自由で私的 な生活 を組み立 て よ うと志

向す るよ うにな る。 この場合,住 居 は,こ うした私生活 の砦 で あ り,地 域 との

交際 の拠点 とな る。企業 は中核的 にはこう した生活 を組み立 て得 る 「信用ある」

労働者 を保証人 や学歴 などを 目安 に雇用 し,ま た国家 は戸籍,住 民登 録,義 務

教育制度,選 挙制度,大 衆課税 などを通 じて,こ れ らの層 を社 会 の構 成員 と し

て把握 し統合 しようと したのであ る。

もちろん この場合 の定着性,安 定性 は相対的 な ものであ る。労働者 は家 族 を

形成 し,職 場 に帰属 し,地 域社会 に帰属 し,国 家 に帰 属 す るが,身 分 と土 地 へ

の人 々の緊縛 によ って社会が成 り立 っていた時代 に比べれば,そ れ らの帰 属 は

短期的で あ り変更可能 な緩 い もの と考 え られ る。 また,近 代 社会 にお いて は,

身分制度の ような一元 的な社会への帰属 ではな くて,職 場,家 族,地 域 な どそ

れぞれ異 な ったチ ャ ンネルを介 しての多様 な帰属 であ る。 例えば図1に 示 す よ

うに,個 人 は多様 なチ ャンネルを介 して社会へ帰属 し,統 合 されるが,あ るチャ

ンネルか らの社会へ の接合 に失敗 して も,他 のチェ ンネルか ら社会 に接合 す る

ことによ って,「安定」 した社会構成員 とな るとい うことが あ りうる。 た とえ
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図1

個 人

↓

《出生 ・結 婚 》

家 族 集 団 へ の帰 属

/ 消費の共同 相互扶助

《就職》

職業集団への帰属

(社会保険 ・会社身分証明)

収入

福利厚生制度

職場の友人 《戸籍》

眠
《定居》

地域社会への帰属

墓 ・法事 親類関係

(住民登録 ・公教育 ・国民保険)

近隣関係 地域施設利用

商店利用,顧客 と しての信用

金融機関(貯 金通 帳)

国民 と しての帰属

(納税 ・法的規制 ・保護)

《》 はそれぞれの集団へ の帰属 の契機

Oは 帰属か ら派生す る具体 的帰属証 明

その他 それぞれの集団 に帰属す ることに

よ って もた らされ るさまざまな利益や社

会関係 を例示 した
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ば,単 身で地域 との関連性 が薄 くて も職 場 へ の帰 属 が明 確 で あれば,「 安 定」

した個人 と して社会 に帰属 しうる。逆 に失業 して職場 を失 って も,家 族 や地 域

の支え と国家 の社会保障 によって,「定居的」 に生 きて い くこと もあ る範 囲 で

は可能 であ ろう。 いず れにせ よ,こ うした多様 なチャ ンルを介 した緩 い もので

あ るが,労 働者 はそれな りの生活構造 を確立 させ,社 会 の構成員 と してそ こに

統合 され る。失業,転 職,離 婚,転 居 とい った不安定要因 を基本 的 には抱 え な

が らも,と りあえず 「定居」 した住民 として安定 した生活 を営む ことにな るの

であ る。

このよ うな基本的 には不安定 な労働者 の 「居住 の安定 」,社 会構 成員 と して

の統合 の対 極に,こ こでの 「居住 の不安定」 があ る。それ は したが って,貧 困

のあ る深化 の過程 で,こ のよ うな労働者が歴史 的に獲得 して きた 「居住の安定」

=緩 い社会への帰属す ら失 った人々が形成 され る,と い うことを意味 している。

つ ま り,す で に指摘 して きたよ うな労働 や家族 か らの排 除 を含 めて,「 居 住 の

不安定」 は一般の労働者が確保 して きた 「安定 した生活」 の享 受,そ こに統 合

されて いる社会か らの離脱,切 り離 しを含 んでいるのではなか ろうか。一 般 的

な貧困か ら区別 されて特 に 「居住 の不安定」 が問題 になるのは ここにその意味

があ ると考え られ るのであ る。

3東 京における 「居住の不安定」 と社会福祉 の展開一前史

さて,以 上 のよ うな限定で 「居住 の不安定」 を とらえて,そ の よ うな貧 困へ

の社会福祉の対応 を検討 す るわけで あるが,ま ず本題 と しての戦後 のいわ ゆ る

「社会福祉段 階」 におけるその検討 に入 る前 に,前 史 と して,戦 前期 にお け る

東京 の慈善 ・社会事業 が 「居住 の不安定」 を伴 った貧 困に どう対応 して きたか

を,お お まかにあ とづ けておきたい。

戦前 の東京 におけ るこの種 の問題 は,荒 っぽ く整理す るとほぼ3つ の時 期 の

問題 に代表 して と らえ うると考 え られ る。第一 は,幕 末か ら明治前期 の封 建体

制 の崩壊 と身分諸 階層 の解体 による 「居住 の不安定」 の都市へ の滞留状況 の発

生で あ り,第 二 は,明 治後期か ら大正 にか けてのゲ都市 にお け る産 業 の発展 に
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応 じて農村 か らの労働力移動が本格化す ることによ って生 じた移動労働者 の不

安定就業 と 「居住 の不安定」問題,第 三 は,昭 和恐慌期 の失業 問題 の深刻化 と

いわゆる 「ル ンペ ン」 の社会問題化 の時期であ る。先 に述べ た意味での 「安定」

した労働者生活が東京 に定着 し始 め るのは,第 二 の時期以降 と中川清 は指摘 し

て いる(文 献29)が,そ の意 味で近代社会 の 「居住 の不安定」 が明確 にな るの

は,第 二期以降 とい って よいのか も しれない。

(1)仙 救規則 と行路病人 ・行路死亡人取扱法

さて,こ うした 「居住 の不安定」状態へ の明治政府 の国家 と しての当初 の対

応 は,「居住 の不安定」化 を もた らす土地や身分 か らの 「切 り離 し」 を取 締 り,

「離れた人」 は元の土地 に返す とい う 「脱籍者取締政策 」 と,近 代 国家 と して

の戸籍 を基礎 にお く救貧対策 の両面 か ら行 われ よ うと した。 例 え ば慶応4年

(1868)に は,相 次 いで出 された大政官布告等 によ る脱 国者,脱 走 者 の取締 と

ともに 「鰹寡孤独廃疾 ノモ ノヲ欄 ムベキ事」 などの救貧 の規定が出 された。 さ

らに明治2年(1869)に は 「戸籍 ヲ明ニ シ無籍者 ヲシテ入籍 セ シム」 こと,明

治4年(1871)に は廃藩置県 とと もに戸籍法 の制定 によって脱籍者 には人民 と

しての保護が及 ばない ことが示 された。すなわち,近 代国家 と しての国民=社

会構成員 の掌握 と,そ れを基礎 に した救貧 が謳われたわけであ る。 しか し,国

家 の救貧政策 は,明 治7年(1874)の'血 救規則 に示 されて いるよ うに 「人民 相

互 の情誼」 に基づ くものであ り,あ くまで家 と地域 で の相互扶 助 を前提 と し,

そ こか ら排除 され た 「鰹寡孤独廃疾」 の人 々に限定 されて いた。 この 「鰹寡孤

独廃疾」 の人 々は家族 か らも地域 か らも切 り離 された,そ の意 味での 「居住 の

不安定」性 をその うちに持っ に もかかわ らず,戸 籍条件 を付与 していた とい う

矛盾 に注意 してお きたい。 この意味で も,ま たその きわめて低 い救済水 準や 国

家 の前 に市町村 における救済 を義務づ けていた ことか らい って も,こ の規則 は

救貧 としての実効性 はきわめて薄か った といわれてい る。 む しろ実態 的 に は,

「居住 の不安定」 な人 々を対象 と した救急 的な行路病人対策 に よ って補完 され

ねばな らなか った。 この行路病人対策 は,明 治4年(1871)の 行路病人 取扱規

則,明 治15年(1882)の 行路死亡人取扱規則 をへて明治32年(1899)の 「行路
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病人及行路死亡人取扱法」 となって完成 し,今 日まで至 って いる。 ここで 「行

路病人」 とは,歩 行 に堪え ない行路中 の病人 で救護 す る ものの無 い人 々をいい,

また 「行路死亡人」 とは行路中の死者で引 き取 り手の無 い者 を さしてお り,必

ず しも貧 困対策 ではないわけであ るが,実 際上 は 「居住 の不安定」 な貧 困状 態

の人 々がその中心 にな った ことはい うまで もない。 また内務省令 は 「準行路病

人」 とい う行路病人 に準 じた扱 いをすべ き者 も定 め,行 路病人 の同伴者 は もと

よ り,「住所居所 な く若 は不明 な る者 に して取 引者 な く,警 察官 署 に於 て救 護

の必要 あ りと認 め引 き渡 され たる者」 を広 くその対象 としていた。(文 献6)

すなわ ち,「居住 の不安定」 な人 々は病気 にな った時 だ け,警 察 の認定 の下 に

「行路病人」 として救済 され る途 があ った といえ よ う。 さ らに,こ の法 律 は,

外国人 の内地雑居の開始 によ って外国人の行路病人 ・死亡人 を も組み入 れた も

ので あ った ことに注意 してお きたい。 なお取扱規定で は費用 は本人 ・扶養義務

者 に負担能力 が無 い場合 は本籍地地方税 よ り支弁す ることとな っていたが,32

年 の法で は最終的 には救助す る所在地 の府県 の費用負担 とな って,実 際上 「居

住 の不安定」 な人々の 「本籍地 や住所 の確定」 が困難で あ った経緯が うかがえ

る。 ただ し,東 京 など大都市部で は府 の費用負担 が次第 に大 き くな って い った

ので,国 庫支弁要求が高 まり,大 正4年(1915)原 籍,ま た は住 所不 明 の行 路

病人 ・死亡人 の救護費 のみ国庫か ら補助す ることが決 あ られ た。

(2)養 育院

この ように,国 家 の対策 は戸籍 の明 らかな社会構成員へ の救済 を建 て前 と し

なが らも,実 際 には 「居住不安定」 な人々の一部 を 「行路病人」 として限定 的

に救済 す るもので しかなか った。 しか し,む ろん問題が それで糊塗 され る もの

ではない以上,そ れぞれの地方 におけ る公民 の救済 が代 わ って対応 する しか な

か った。東京 の場合 それ はまず,江 戸期 の 「七分積金」 に源流 を もっ 「養育院」

を中心 とす る収容救済 として展開 された ことはよ く知 られ て い る。 す なわ ち,

天 明の大飢饒を契機 と して松平定信 によ って創設 され た備荒制度 としての 「七

分積金」 はそれが江戸町民の積金 であ る経緯 か ら 「町会所」 によ って管理運営

され,幕 末か ら明治初期 にか けて もその救済 が続 いて いたが,明 治5年(1872)
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に東京営繕所(東 京会議所)に 引 き継がれた。 この明治5年 にはロシア皇太子

の訪問が予定 されてお り,近 代 国家 と しての体面上,そ の前 日に市 内 の 「乞食

浮浪 の徒 を一掃す るため一斉刈 り込 みを行 い(管 内の ものは追 って復籍せ しめ

ることと し,管 外 の ものは放逐 し)本 郷加州邸内を仮収容所 に二百 四十 人 を収

容 し」(文 献26②P.31),営 繕所経営の養育院が スター トした。翌年 上野 に移

転 し,仮 施設 を脱却 してか らは,養 育院設置 を各戸 区長 に通達 し,ま た窮民 へ

の米銭 の支給 を非常 時以外 は廃止 して,救 貧 は基本的に養育院収容 によ って行

うこととな った。 こののち経営主体 の変遷があ るが,戦 前期 の養育 院の救済 は

基本的 にその財産か ら生 ず る利子 の範囲 を目途 と して進 あ られた。養育院百年

史年表稿 によれば,「乞食」 の強制収容,棄 児,行 路病人 の収容,病 者 ・障害 者

の収容 などの他,類 焼窮迫者 などへの対応 も行 って い るが,「 隠売 女 の収容 は

断 る」 と記述 されて いる(文 献26②P.43～47)。 また無籍 者 に限 って死亡 者

を東京医学校へ解剖 のため譲 り渡 してい る。 なお,営 繕所 は養育院のよ うな収

容施設 の他,労 働能 力を もった壮健者へ の工作場 の設置,日 雇会 社 の設置 を具

申 し,さ しあた り日雇会社 を設立す るが 「乞食 の労働者化 を 目指す会議所 の意

図 と,従 来 の人入 れ家業 の幣 を脱 し得 な い 日雇 会社 との食 い違 いによ って」

(文献12-p.85)挫 折 し,こ れ を養育院内 に取 り込 み,力 役場 とな した。 この

ように,養 育院 は,ほ ぼあ らゆ る 「居住の不安定」,「極貧」 に対 応 す る もの と

して,そ の収容範囲 や機能 を拡大 したが,そ れに伴 う経費拡大 が経営を圧迫 し,

それがついには入所者 の制限を招 くことにな るのであ る。

この入所者の制限 は,経 営主体 の変化 ともか らみなが ら,何 回 か にわ た って

行 われたが,① 労働能力 のない 「螺寡孤独廃疾」 の者 のみに限定(明 治14年),

② 東京 に本籍 を持 っ者 に限定,と い う二っの制限(明 治19年)が 中心 にな っ

た。前者 については,こ れに よって 「養育院の救貧院 としての役割 は14年を もっ

て幕 を閉 じた」(文 献12-p.87)と 隅谷三喜男 は指摘 して いる。 いず れ にせ よ,

ここで養育 院 も,価 救規則 のよ うに,本 籍 は明 らかだが身寄 りの無 い独 り者 の

労働無能力者 とい うきわめて限定 した範囲 に対象 を絞 り込 むわけで ある。 しか

しこれ とは別 に,実 は行路病人,棄 児 は,終 局的 には府費 によ って支弁 され る

者,っ まりは府か らの実質的委託 を うけた対象 として別扱 いで受 け入れていた。
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っ ま り,東 京 に本籍 を有す る 「鰹寡孤独廃疾」 の窮民=養 育院 の基本財 産 の範

囲で救済 され る者,と 行路病人=府 費 によ って救済 される者,の 二 本 建て に さ

れたのであ る。 これを整理 したのが明治23年(1890)東 京市 への移管直後 に出

され た入 院規則で ある。東京 に本籍が ある者 とい う規定 はその後 「二年以来本

市 の居住者」 とい う規定 にか わ り(明 治33年),さ らに救 護法 の施 行 を受 けて

「一年以上居住者」(昭 和8年)と 対象範囲が緩和 されてい くが,そ れで も府 費

のつ いて くる行路病人以外が入院す るのはむずか しか ったよ うであ る。 これに

はもちろん麺救規則が国費 の前 に義務づ けて いた区町村 の救済費 の支弁が渋 ら

れが ちだ った点 とも関連 している。特 に大正か ら昭和 にか けて地方か ら求職者

が上京 してす ぐに困窮す るよ うな状態がふ えて い くにっれ,二 年,一 年 の居住

証明す ら困難 な 「居住 の不安定」者 が生 まれて行 くが,こ れ らの人 々を各 区 は

行路病者 に したてて警察 か ら養育院へ と運んだ といわれて いる。養育院在 院者

中行路病人 が増 えて行 くの は,こ のよ うな 「方便」 が さかん にっ かわれ た こと

とも関係 して いよ う。(文 献11-p.57)

(3)労 働宿泊所(簡 易宿泊所)

さて,養 育 院か らも放逐 された労働能力 のあ る人 々の 「居住 の不安 定」 は,

明治末期 ごろにな ると,地 方 か らの求職者 を加 えて肥 大化 し,他 方 で 「居 住 の

安定」 をっかみか けていた労 働者層 と明確 な区別がっ け られ は じめる。 この こ

ろか ら 「細民」 とい う官庁用語が生 まれ るが,こ の細民 には 「定居的」 と 「不

定居的」細民 の区別がつ けられた上 で把握 されていた。 それは住居 の区別 とい

うよ りは,「定居」 して生活 の本拠 を確立 しようと して いた細民 層 の出現 が そ

れ との区別をっ けることを要請 して きたか らで あ り,お そ らく施政者 に と って

もこのよ うな区別 が必要 にな って きたことを示 して いるともいえ よ う。例 えば

東京市 は 「定居 的細民」 を 「借家居住の細民 でその生活 の本拠が確定 的で,お

おむね家庭的生活 を営 むを常態 とす る」 と し 「不定居的細民」 は 「生活 の本拠

不確定 で,家 庭生活 を営む ものは少 ない」 と して,「 之等 は或 い は場末 ま た は

木賃宿 に或 は船舶 に口を糊す ものに して,然 らざれば浮浪 の徒 な り」(文 献20)

と木賃宿,船 舶(水 上生活),浮 浪の三種類 の代 表 例 を あ げて い る。 この 「不



32

定居的細民」 は大正9年 調査 では,木 賃宿止宿者 は1万 人,浮 浪者4000人,水

上生活者15000人,合 計1万5千 人強 と概算 されて いる。 この うち,木 賃宿 は

人夫 を中心 とす るいわゆ る 「自由労働者」,水上生活者 は 「俗 にい う艀船頭 の

類」で あ って,と くに前者 は独身 が多 く,借 家 に も入 れず,家 族 も形 成 し得 な

いが,不 規則 な労働を介 した社会 への帰属 だ けはなん とかな しえている層 と も

解釈で きよう。 これに対 して 「浮浪者」 はこの労働 す らで きない層 と して,区

別 され把握 されたよ うであ る。現在 において も,山 谷 の ドヤ止宿者 と新宿駅 な

どの路上生活者 との区別 を 「労働者性」 においてっ ける ことに山谷関係者 な ど

はひ どくこだわ る傾向があ るが,そ れ と類似 した区別 は,す で に この ころか ら

あ ったよ うであ る。 ともあれ,こ の中で最 も多数 を占めていた木賃宿そ の もの

は,明 治 の初 めのほ うがむ しろ数 は多か ったが,そ れ は長屋 と区別 され えな い

よ うな存在 であ ったのに対 して 「明治末期以 降その地 域性 と多様性 を喪失 し,

『男子独身者の宿」 とされるほどその性格 が限定 されて きた」(文 献28-p.119)

と中川清 が指摘 しているよ うな 「特殊」 な もの と して この頃には存在す ること

にな ったわけで あ る。

木賃宿 につ いて は,す でに明治20年 に警察令 「宿屋営業取締規則」 によ って

営業地指定 の政策 がだ されている。 これ は防災上,衛 生上 の理 由 などを 口実 に

は して いるが,「『身分地域 制』 とで もい うべ き存在 であ り,明 治 政府 の ゾー ニ

ングの思想 である」 と都市計 画の立場 か ら述べ られてい る(文 献31-p.46)が,

次第 に市域がその ものが拡大 し,市 部,特 に工場地区で ある本所 ・深川 を中心

に発達す るよ うにな った。 また,営 業地 の指定 をのがれて交通 や労働 に便 利 な

ところに立地 す るたδ6,「安宿」 の分類 にな って いたが,実 質上 同 じ様 な機 能

を はた して いた宿屋 もあ った といわれている。 このよ うな木賃宿 に止宿す る労

働者層 は,東 京 における工業 の発達 が地方 か らの求職者 を誘引す るにしたが っ

て補充 されて行 くが,こ れ らの人 々へ の社会事業 として現 れたのが,職 業紹 介

所 と労働宿泊所で あ った。 これ には求職活 動 にお け る 「桂庵 」 「寄 り子業 者」

など私 的職業紹介の問題性が指摘 され,公 的 な失業救済の必要性 が叫ばれ た こ

とが背景 にある。 また職業紹介所 と宿泊所 がセ ッ トと して とらえ られていたの

は,求 職者 の多 くが 「居 住 の不 安定」 状態 にあ ったか らであ る。 か く して,
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「養育院」 か ら放逐 された労働能力 ある人 々の一部 は,と りあえず この宿泊 所

政策 の対象 とな った。

東京 におけ る労働宿泊所(簡 易宿泊所)は,明 治34(1901)年 に浅草 本願 寺

輪番長大草恵実が始 めた本所若宮 町無料宿泊所 に始 まるとされている。 明治39

年(1906)に は,救 世軍神田三 崎町の無料宿泊所,43年(1910)救 世軍 浅草 黒

船町無料宿泊所,44年(1911)に は浄土宗労働共済会 の深川宿泊所 な どが設 置

され,ま ず民 間事業 と して展開 された。公 的な もの は,明 治44年(1911)に 浅

草,芝,続 いて大正元年(1912)神 田,大 正2年(1913)小 石 川 の それ ぞれ に

市営職業紹介所 が設 置 された時 に宿泊所 が付設 され た。 なお,市 営職業紹 介 所

および宿泊所 は大正8年(1919)に 東京市 に社会局がで きるまで養育 院が管理

事務を行 った ことに注意 してお きたい。市営宿泊所 は基本 的に単身者 の 「一夜

に限 り滞留を許 さず」 とい う一泊主義で,実 費支払=有 料 を原則 と し,料 金 は

木賃宿 のほぼ半額程度 であ った。 また,病 気 を もった者,泥 酔者 は断 る ことに

な っていた。 これ は,市 営宿泊所 が失業者 ではな く職業 は不安定 で はあ るが一

応健康 な 「自由労働者」 の臨時的な宿泊 にだけ対応 しよ うと したためと考 え ら

れよ う。 したが って,少 ないとはいえ賃金収入 が前 提 とされ て いた。 しか し,

実際 は収入 のない場合 もあ り,こ れが ために練炭製造 な どの授産事業 を併設 す

るところもあ った。 この場合,授 産 はあ くまで宿泊所 の実費有料主義 と結 びっ

いていたのであ って,救 済 の一部 と して労役 があ ったわ けで はない。 また,行

路病人 と も認 め られず,ま た木賃宿 や公営の宿泊所で も宿 泊を断 られ た病気 の

労働者 を浅草市営職業紹介所 において 「病人宿」 と称 して宿泊,食 物,診 療 を

給付す る試 みが大正4年(1915)の 冬期 になされた ことが記録 されている(文

献26-p.166)。 これは前年養 育 院が本 所緑 町 で試 み た 「病 人宿」 の続 編 で,

凍死者 を予防す るもので あ った とされてい る。後 に述 べ る戦後 の山谷労働者へ

の越冬施設 に連 なる もの ともいえよ うか。 また,小 石川紹介所 には浮浪 少年 ・

少女を保護す る児童保護所 も付設 され,児 童相談所 の前身 とな った。 これ らは

当時の 「居住 の不安定」 も決 して健康 な自由労働者 と行路病人 にだけ限定 され

なか った ことを示唆 して いよう。

さて,こ のよ うな労働宿泊所(簡 易宿泊所)は 関東大震災 によ って い ったん
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破滅 したが,そ の復興事業の中 に再建が位 置づ け られ,大 正14年 の富川 町宿 泊

所 を皮切 りに,田 中町,向 島,江 東橋,芝 浦,龍 泉寺,浜 園,千 田町,三 好 町,

新宿 の10ヵ 所 の有料宿泊所が昭和6年(1931)ま でに建設 された。 ちなみ に,

震災 による 「居住の不安定」の一時的急増 に対 して は,公 私(社 会事業団体 及

び個 人)の 建設 したバ ラ ック111ケ 所 と宮城外苑 のテ ン ト収 容所 が東京市社 会

局 と区役所 の管理の下 に対応 したが,こ のバ ラ ック及 びテ ン トの取 り壊 しに際

して,独 身者 にっ いて は,宿 泊所へ の収容 が依頼 され た とい う過程 もあ った。

本格 的な住宅供給 による再建 は,郊 外への地域移動 などを伴 うため,日 雇 いな

どの不安定労働者で しか も家族を もたない もの には適 さない,と いう判断があっ

たよ うであ る。

ともあれ,こ のよ うに宿泊所 が再建 されたが,す で に震災前 の大正9年(1920)

経済恐慌,大 正7年(1918)米 騒動 をへて,昭 和2年(1927)金 融恐慌,昭 和

4年(1929)世 界恐慌 と続 く経済不況 によ って失業者 が増大す るにつれ,有 料

宿泊所で はその救済がで きな くな ってい った。 このため一方 で は様 々な応急 的

失業対策事業 が計画 され,他 方 では市費,渋 沢家寄付金,三 井 家義 金 に基 づ く

内務 省交付金 によ って無料宿泊所 が多数建設 され るこ とに な った。 す なわち,

市営 で は浅草一泊所,深 川一泊所,芝 一 泊所,足 立一 泊所が これであ る。 また,

千住 の橋下 に大伝馬船4隻 をっ けた救 世軍 の箱船屋,天 照園 バ ラック,上 宮教

会の テ ン トなど民 間事業が東京府救護 委員会(東 京府,東 京市,警 視庁,商 業

会議所)や 東京府 の委託 を うけて行 った屋外居住者 の厳冬期 の仮設宿泊所 によ

る臨時的救済 も出現 した。 さ らに市 営で は既設 の龍泉寺宿泊所 は単身婦人,母

子専用 の宿泊所 に衣替え され,ま た,民 間で も婦人,母 子,あ るい は父子 を含

んだ もの もあった。 これ まで単身男子 自由労働者を想定 していた 「居住の不安

定」問題の実 際の展開が もっと複雑 であ った ことが示 されたといえよ う。昭和

8年(1919)度 の統計で は市設14ヵ 所(有 料10ヵ 所,無 料4ヵ 所),民 間団体

44ヵ 所(有 料33ヵ 所,無 料11ヵ 所)で7000名 強を収容 して いた,と されている。

なお,無 料有料 を問わず,食 堂 の設置(業 者へ の委託 ・低額供給),診 療施設 と

の連携 共済制度(一 泊 ごとに1銭 の拠出),預 金救護(無 料宿泊所,婦 人宿泊

所の要保護者へ の東京市か らの救済金)な どが考慮 され るようになったことも,



35

求職 のための宿泊事業 か ら,よ り生活全般 の救済的にな っていかざるをえなか っ

た ことを示唆 している。(文 献19)

(4)救 護法 と 「ル ンペ ン」問題 の解決策

昭和 に入 ってか らの深刻 な経済不況 は,上 に述 べたよ うな無料宿 泊所,厳 冬

期仮設宿泊所 の増大,宿 泊か ら生活全般 の救済 への変化 を うなが したが,む ろ

んそのよ うな宿 泊所が 「居住 の不安定」 な人 々の全 てに対応 しきれたわけで は

ない。 む しろ多 くは宿泊所 にす ら入れず,公 園や軒先 や路上 に夜 を過 ごさざ る

をえない状態 にあ った。 いわゆ る 「浮浪者問題」 と して,こ の ような問題 が官

庁や慈善 ・社会事業家の関心 を引いたのはすで に明治末期 ごろか らであ り,大

正9年(1920)の わが国初 の国勢調査 では 「浮浪者」の調査 が付帯 され,特 に

東京 では大正11年(1922)か ら多 くの 「浮浪者」調査が取 り組 まれた。 しか し,

昭和 にはいってのいわゆ る 「浮浪者」 の増大 は失業 との深 い関係 を顕在化 させ,

怠惰で はな くて,失 業 か らやむをえず 「浮浪化」 して い くとい う見方 も強 ま っ

てか 「ル ンペ ン」 とい う用語が盛 んに使われた。 いわゆ る 「失業者 のル ンペ ン

化」 とい うと らえかたであ る。上記 の東京都調査 によれば,屋 外で夜 を す ごす

人 々は大正11年(1922)に は253名 であ った ものが昭和5年(1930)に は1799

人 にな ってい る。 労働宿泊所(簡 易宿泊所)関 係者 を中心 に この 「ル ンペ ン」

問題へ の解決策 の模索 が本格的 にな されるよ うになるの は この ころだ といって

よい。

このよ うな中で,昭 和4年(1929)に 成立 し7年(1932)に 施行 され た救 護

法 は,仙 救規則が あいまいに して いた,公 的救済 の義務,救 護費 用 の国庫,都

道府県,町 村 の分担,救 済 の種類 と方法 などを明確 な もの と し,ま た救護 の機

関を居住地 の機関 とお いた上 で,さ らに居住地 の明 らかで ない もの は現住 地 の

市 町村が行 うことも明記 され,公 的救貧 と しての体裁 を整え たといわれている。

しか し,当 時最大 の問題 であ った失業者 などの労働能力者 は排 除 され,あ いか

わ らず高齢者,障 害者,子 どもなどの範囲 に限定 された。 このため,「ル ンペ ン

問題」 の解決 を模索す る人 々 にとって は救護法 はほとん ど意味 を もたない もの

であった。 この点 にっ いて東京市 の臼井清造 は 「現在濱園(宿 泊所 一著者)を
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中 心 と して幾 百 と群 れ るル ンペ ンの 中 そ の救 護 に該 当す る者 は暁 の星 よ り も少

な い ので はあ るま いか。 況 や宿泊 所 の居 住 を以 って所 謂 『居 住 』 とみ とめ られ

ざ るに於 いて お やで あ る」(文 献2p.31)と 述 べて い る。 上 宮教 会 の高 木 武 三

郎 も救 護 法 の救 済 範 囲 の規 定 か らお して 「ル ンペ ン」 の15%し か救 護 法 に救 済

され な い と推定 して い る。 さ らに高木 は,「 ル ンペ ン」 は新 聞 や 演 芸 に も取 り

上 げ られ,今 や 「時 代 の寵 児 で あ る」 と した うえ で,し か し失 業 対 策 は な く,

救 護 法 に よ って も救 わ れ ない 「ル ンペ ン」 を救 済 す るの は民 間社 会 事業 の役 割

で あ るの に 「諸子 は余 りにル ンペ ン救 済 に冷 淡 で は な いか。 チ ーチ ーパ ッパ ば

か りが社 会 事 業 の全 部 で はな い」(文 献14-pp,37～38)と 叫 んだ ので あ った。

高 木 の い うよ うに,失 業対 策 もな く,救 護 か らも見放 され た 「ル ンペ ン」 の

救 済 は,実 際 は市営,民 営 の無 料 宿 泊 所 と警 察 に委 ね られ た。 警 察 は警 察 犯 処

罰 令 に基 づ い て 「ル ンペ ン」 の大 集 団 化 を防 ぎ,「 居 住 の 安 定 」 した一 般 住 民

か らの苦 情 に対 応 し,ま た厳 冬期 の救 済 を 目的 と して いわ ゆ る 「ル ンペ ン狩 り」

を行 って い るが,こ れ らの 「か りこ まれ た」 人 々 はほ とん ど無 料 宿泊 所 に 引 き

渡 され た とい う。 したが って 「ル ンペ ンの集 団 と町民 の迷惑 と警 察 の ル ンペ ン

狩,そ の ル ンペ ンを引 き受 け る社 会 事 業 団 体 と は相 互 関係 の下 に同一 過 程 を繰

り返 す の で あ る」 と本谷 久 二 は述 べ て い る(文 献35-p.85)。 こ う した 中 で,

「ル ンペ ン」 の更 生 策 と して の移 民 や 労働 者 更 生 事 業 な どが 一 部 の 社 会 事 業 家

な どか ら提 案 され初 め,そ れが一 部 で は試 行 され るが,結 局 戦 争 に よ って全 て

が 「解決 」 され て い くこ とに な った。 戦 争 が失 業 者 を減 少 させ た か らで あ り,

戦 時 体制 の労 働 力 動 員計 画 にお いて は,「 住 居 の不安 定 」 な人 々 も社 会 構 成 員

と して 吸収 され る とい う皮 肉 な結 果 とな ったか らで あ る。

4戦 後東京 における社会福祉 の転換 と 「居住の不安定」一昭和20年代

以上 のよ うに,戦 前 の慈善事業 ・社会事業 の展開 は,な によ りも貧 困へ の予

防的社会施策,た とえば労働保護立法や失業 保 険 な どを ほ とん ど欠 いた まま,

「救貧」 対策,し か もわが国 の場 合 は家族 や地域 との関係 を無 くした,い わ ゆ

る 「鰹寡孤独廃疾」 に限定 されたそれ に終始 した といわれ る。 しか もその救済
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は 「戸籍」 に こだわるという意味で さ らに矛盾 に満 ちた ものであ った。 その中

で,「居住 の不安定」 を伴 う貧困 は,一 方 で 「行 路病 人 」 と して養育 院 へ の収

容が対応 し,他 方で労働能力者へ は一泊主義 の 「労働宿泊所」 や冬期宿 泊所 が

臨時的に対応 した。「定居」 的 な都市勤労者層 が形成 ・定 着 を深 あ るそのか た

わ らで,そ の鮮 やか な対比 と して,「居住 の不安 定」 を伴 うよ うな極 貧 だ けが

注 目され,限 定的で はあるが ここに戦前東京の社会事業 の一っの中心が あ った

ことは確かで あろう。

それでは,戦 後東京 の社会福祉 は これにど う対応 したので あろ うか。 戦後 の

社会福祉 の展 開 は現段階か ら回想すれば,「救貧」か らの脱皮,「一 般住 民」 へ

の福祉への転換過程 であ ったといわれてい る。 とりわ け東京 はその転換 に敏感

であ り,昭 和39年 の地方 自治法 の改正 を契機 と した 「住民 に身近な行政」 の展

開 の先取 りを初 めと して,昭 和60年 代 の 「在宅福祉」 へむけて社会福祉 の 「一

般化」 を着 々 と進 あてい ったのであ るが,そ の中で,大 都市問題 と して現 れ や

すい 「居住 の不安定」 を伴 う貧 困 はどの よ うに対応 されてい ったのであろうか。

ここで は,ほ ぼ次 の三っ の時期 に着 目して,こ れを検討 したい と思 う。 第一 の

時期 は終戦直後 の近代 的な社会立 法の整備過程 と,こ れ とは別 に大量 の 「居 住

の不安定」 への現実的 な対処 をせ ま られた昭和20年 代,第 二 は社会保障 の本格

的な導入 の下 で,昭 和35年 の保護施設再建計画 に代表 され る,近 代 的制度 に あ

わせた対象 の整合化 をはか ろうと した昭和30年 代,第 三 は福祉事務 所,施 設 の

区移管 を契機 と して 「身近 な福祉行政」 が始 め られ た昭和40年 代で ある。 この

40年 代 に,東 京 におけ る社 会福祉 の 「居住 の不安定」 を伴 う貧困へ の基 本 的 な

態度=「 行政 にな じまない特殊 な対象」 という姿勢が形成 された と筆者 は考 え

て いる。 そ して この 「居住 の不安定」へ の この対 応 を基 礎 に,50,60年 代 に は

身近 な市区町村 での 「在宅福祉計画」 が所得 制 限 を設 けな い とい う意 味 で の

「普遍主義」 と結 びっ きつつ,「一般住民」 を対 象 に展開 されて い ったのである。

(1)生 活保護法 におけ る 「一般性」 と 「居宅原則」

戦後 におけ る 「近代 的」社会保障 ・社会福祉 の出発点 は,昭 和25年 の新 生活

保護法 の制定 にあ る,と いわれて いる。 この生 活保 護 法 は,戦 前 の血救 規則,
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救護法 がその対象を 「鰹寡孤独廃疾」 の範 囲 に限定 し,家 族や地域 での扶養 を

第一 においたのに対 して,① 国民一般 を対象 とし,② ただその生活 困窮 に応

じて,例 えば労働能 力者で も現実 に失業な どで生活が困窮 して いれ ば,ま た③

家族扶養 は前提 で はあるが,そ れが現実 にな ければ保護 の対 象 とな る,と い

う意味で 「一般化」 された公的扶助制度で あった。すなわち,労 働能力や家族

扶養,本 人 の品格 といった 「選別基準」 は取 り去 って,た だその経済 的困窮度

のみで対象 を把握 したのである。戦前 の救済方法 か らみれば,明 らかに 「普遍

的」 な方法 へ転換 した ものであ り,後 に整備 され る社会保障 の他 の方法原理 と

共同 して国民 の生活最低限 を維持 しよ うとす る もので あ った。 また,生 活保護

法 は 「居宅原則」「世帯単位原則」を採用 し,普 通 に居 宅 で生活 して い る世帯

全体へ の,経 済的 に困窮 した というそのニーズだ けに対応す る保障制度 とい う

性格 も明 らか に した。戦前 の救貧対策 が排除 して きた 「居住安定」 的な貧困へ

の本格的 な対応 が示 された といえ よう。

それで は 「居住 の不安定」 な貧困 を この制度 で はどのよ うに対象 に したか。

周知 のよ うに,生 活保護法 では国籍 と 「居住地」 が大前提 であ り,こ れが 明 ら

か な ときにその居住地の都道府県知事,市 町村長 が実施責任 を持っのが一般 的

である。 これ は生活保護 の費用負担 が国 のほか当該 自治体 にも課せ られている

ことと関連 してい るといわれてい る。 この場合,「 居住 」 とは,住 所 と同一 で

はな く,本 人 の事実上 の 「す まい」 のある場所 を さ し,客 観的な居住 の事実 が

あれば よいとされて いる。 これが不鮮明の時 は,住 民登録 などの形式的証 明が

あ るか,あ るいは帰住 で きる家族 があるか,さ らには勤務地 が あれ ば,そ こを

居住地 と している。 つ まり先 に述 べ たよ うに,「 居住 」 が あ る とい うことは,

家族,労 働 の場,地 域へ の 「帰属」 を指 してい るので,い ず れかが あれば現実

に住居 が不鮮明で もよい ということで ある。 ただ し,貧 困 にはこのような 「居

住地」 が明 らかでない場合=「 居住 の不安定」 があるとい うことも,こ の制度

には織 り込 まれて いる。す なわち,「居住地 がないか あ るい は明 らかでな い被

保護者 であ って,そ の管理 に属す る福祉事業所の所管 区域内に現在地を有 す る

もの」 および 「急迫状況 にあるもの」 とい う補足であ る。

「現在地」 とは 「保護を必要 とす る状態 の現 に発生 して所 在 して い る場所」
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であ り,「保護 を開始す る場合 の瞬間的事象 の場所 」 の意 味で あ り,現 在 地 に

住居 をか まえた り,入 院,施 設利用 の保護を開始すれ ば,現 住地 も し くは入 院

先 が 「居住地」 とな る。 したが って この 「現住地」 を最大 限利 用 す れ ば,「 居

住 の不安定」 な貧困 もほぼ この制度 に組 み込 まれ うると考 え られ るが,こ の場

合 は,① 「居住の安定」 を準備す る転宅費 などが現実 の住宅条件 か らみて十 分

であ る,② 「現住地」 の特定化が容易 である,と い う条件 が必要 に な る。 特 に

② に関 して は,退 院先がな いとか これ までのアパ ー トを立 ち退 か され る とい

う場合 は ともか く,「浮浪」状態 にある ときは,「現住地」 の特定 化 す らむず か

しい といわれている。 また,実 施機 関の姿勢 として も 「保護 は,居 住 地 の保 護

を実施すべ きであ って,保 護費 の終局 的責任の ない現在地 の保護 の実施機 関 の

行 う保護 は,や や もすれば眼前 の事象 に眩惑 されて これを誇大視 して行 わ れ る

傾 向が ある」(文 献5-p.309)の で,結 局 は 「急迫 状 況 にあ る もの」 に限 定

されざるを得 ず,し か もこの 「急迫状況」 とは 「青壮年 の如 が無一物 にな った

か らとい って も直 ちに これに当 らず,現 実 に身体,生 命 に危険が あ る場合 の み

が これに該 当す る」 とかな り限定的 に解釈 されて いる。つ ま り,そ れまで住 居

があ ることが はっきりして いた り,病 院 施設 な どか らの帰住先 の問題 で あれ

ば,生 活保護法 も転宅費の範囲 で 「居住 の不安定」 に対処 しうるが,そ こか ら

放 り出 されて各地 を点 々 とす るような場合 は,「急迫 状態 」 に な った と きのみ

対応す るとい うことにな るだろ う。後者 は戦前 の 「行路病人」 への対応 と類似

して いる。実際 生活保護法 の成立 によ って 「行路 病人 ・行 路死 亡 人取 扱法」

の対象者 の うち要保護者 にっいて は,「生活保護法 の保護 と全面 的 に競合 す る

だけでな く,そ の目的 も亦生活保護法 の内在 目的の中に完全 に含 まれて い る」,

したが って行路病人 ・死亡人取扱法 は 「扶助 につ いて規定 している部分 に関す

る限 り生活保護法 にほぼ吸収 された とみ ることがで きよ う」(文 献5-p.134)

と解釈 されて いる。

なお,国 籍要件 は昭和21年(1946)の 旧法 にはなか った ものであ るが,こ れ

が採用 されたの は憲法25条 との関係 で あ る といわ れて い る。(文 献5-p.96)

その後,「準用」 とい う解釈 で外国人 に も開 かれ たわ けで あ るが,こ の場 合 は

外国人登録書 によ って 「居住」 を確認 す ることが前提 とな る。
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このよ うに,生 活保護法 は,一 方で国籍,居 住地 を要件 とす る国民一般 の生

活困窮時の最低限保 障 と して登場 したが,他 方 で 「居住 の不安定」 な生活 困 窮

へ の対応 はかな らず しも全面的な もので はな く,保 護費 の2割 を負担す る 自治

体 の実施機関 による 「現在地」 の特定化や 「急迫状態」 の解釈によ ってはそ こ

か ら排 除 され る可能性 を少 なか らず残 した もの といえ る。

② 「浮浪者」「準浮浪者」 「仮小屋生活者」 などとその 「か りこみ」

以上 の ような近代 的救済制度 と しての生活保護法の成立,あ るいは戦前 に は

なか った労働保護立法,失 業保険制度 な どのあいっ ぐ発足 に もかか わ らず,昭

和20年 代 の東京 はこれ らの近代制度 が前提 とす るよ うな 「居住 の安定」 を欠 い

た状況 がむ しろ一般的で あった ことは皮 肉 といわねばな らない。戦争 によって

家を焼 かれ,家 族 も職業 も失 っただけでな く,そ こに 「帰属」す べ き社会 その

ものが半 ば崩壊 していたか らである。 この ような 「居住 の不安定 」 な貧 困 は,

おお まかにい うとまず戦争 直後の路上 や地下道の 「浮浪者」 問題 となってあ ら

われ,さ らに20年 代後半 には河川敷 やガー ド下 な ど公有地 を 「不法 占拠」 した

「仮小屋生活者」「バ タヤ集落居住者」問題 として展開 された。 いわゆる 「浮浪

者」 「仮小屋生活者」 と して収容 され た人数 の ピークは昭和27(1952)年 の約9

000強 であ り,戦 争 の影響 だけで な く,む しろ戦後 のデ フ レ政 策 な どで増大 し

た失業者 と結 びっ きなが ら20年 代 を通 じて 「居住の不安定」 が拡大再生産 され

て いた ことに留意すべ きで ある。 また,こ れ らの 「居住の不安定」 と一般 のバ

ラック生活,壕 舎生活な どの貧困 との差 は相対 的な もので しか な く,ち ょうど

中川清 が指摘 したよ うな,明 治期 の下層社会 におけ る 「定居的細民」 と 「不 定

居的細民」 の関係 を想起 させ る。 すなわち,敗 戦 によって一般 の 「居住の安定」

自体が確保 で きない中での 「居住 の不安 定」 であ ったか らで ある。 ただ し,昭

和21(1946)年3月 に中央社会事業協会社会事業研究所が行 った災害浮浪者調

査 によれば,「浮浪者」 は配偶者 が無 いか死亡 した ものが多 く,家 族 も無 く一

人 でいたため,「壕舎 を作 る機会 を失 った」 ので あ ろ う と述 べ,ま た帰 農 しよ

うに も家が貧 困で帰郷で きない もの,所 持金 もな く,浮 浪前 も自分 の家 を持 っ

ていた ものが少 くないな どの 「相対 的」で はあるが 「より不安定」 な状況 を指
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摘 して い る。(文 献15)

な お,こ の調査 や 「か り こみ」 時 の聞 き取 りで 「浮浪 者 」 の な か に 「正 業 」

を も った もの や労 働 能 力 の あ る青 壮 年 層 が 多 く存 在 して いた こ とに注 目 し,行

政 当局 は これ を 「準 浮 浪 者 」 とい うカ テ ゴ リーで識 別 しよ う と して い る。 む ろ

ん,「 正 業」 と い って も人 夫 や行 商,靴 磨 き とい った た ぐい の 不 安 定 な 就 労 で

あ るが,こ れ らにっ いて は,「 社 会事 業 対 象 者 と して 救 護 す べ き もの で は な い

か と思 わ れ る」(文 献15-p.31～2)の で,一 時 収 容 所 で 分 類 した あ と職 業 補

導 を なせ ば よい と指 摘 して い る。 戦前 か らあ った労 働 能 力者 と非 能 力 者 の 区別

が こ こで も登 場 して お り,こ れが次 の項 で指摘 す る山 谷簡 易 宿 泊 所 街 と これ ら

の人 々 との結 びっ きの端 緒 とな るので あ る。

さて この よ うな大量 の 「居 住 の不 安 定 」 を前 に して東 京 都 が と っ た対 策 は,

生 活 保 護 法,ま た そ の前 身 と しての 旧生 活 保護 法,さ らにそ れ に 先 立 っ 生 活 困

窮 者 緊 急 生活 援 護 要 綱 の適 用 のf也 応 急 住 宅 建設,「 浮 浪 者 」 や 「仮 小 屋 生 活

者 」 の施 設収 容,引 き揚 げ者 を含 め た宿 泊 事 業,東 京 へ の流 入 者 の制 限 な どで

あ った。 中 で も社 会 福 祉 の分 野 で は,GHQの 要 請 もあ って,路 上 や 地 下 道 に

夜 を過 ごす 「浮浪 者 」 「浮 浪 児 」 の 「か り こみ」 と称 され た れ た 「強 制 収 容 」

が む しろ戦 後 の ス ター トで あ った とい って よい。 そ れ は路 上 で餓 死 す る よ うな

状 態 へ の と もか くも緊急 の対 応 で あ った ばか りで な く,衛 生 防疫 上 の 観 点,ま

た 当然 社会 不 安 の増大 を 防 ぐとい うGHQな どの判 断 が 強 く働 い た といわ れ て.

い る。 昭 和20年(1945)秋 か ら始 ま った 「か り こみ 収 容 」 は,民 生 局,警 察,

受 け入 れ施設 関係 者 の連 携 の下 に,DDTな どの 防疫 が施 され た後,ト ラ ック

や ジー プで 「浮浪 者 ・児 」 を養 育 院 そ の他 の施 設 へ運 び こみ 「収容 」 した。 こ

の年9月 か ら翌年3月 まで の養育 院 の 「浮 浪 者 」 収 容 数 は3603名,昭 和21年

(1946)度 は11442名 で あ った とい う。 また昭 和20年(1945)12月15,16日 に行

わ れ た上野 地 下 道 一 帯 の 「か り こみ」 で は2500名 収 容 とい う 「社 会 事 業 史上 空

前 の事 業」(文 献22-p.43)と な った と表 現 され て い る。

こ う した当 時 の 「か り こみ」 が どの よ うな法 的根 拠 に基 づ いて行 わ れ たか は

不 明 で あ るが,現 在 の 「街 頭相 談 」 は道 路 交 通 法,軽 犯 罪 法 な どが 根 拠 と され

て い る。 ま た当 時 の 「浮 浪 者 調査 」 で は犯 罪 者 予 防 法,更 生 緊急 保護 法 な ど の
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法的根拠が示 された資料 もある。 なお,こ の 「か りこみ」 の光景 は当時東 本 願

寺更生会で医療 に従事 していた東京大学医学部教授 山本俊一 によ って次 のよ う

に詳細 に描 かれている。「今晩 「か りこみ」 ガあ るという指令 が突 然届 くの は

いっ も夜 にな ってか らであ った。 ・… 午後10時 を過 ぎた頃に,下 谷 区役所

の前 に,上 野警察署 の警官,都 民生局 の係員 ,東 本願 寺更 生会,養 育 院 な ど受

け入れ施設 の職員 な ど,各 種雑多 な 「か りこみ」要員 が,そ れぞれ大型 ジー プ

に便乗 して集結 し,そ こで細 目の打 ち合わせを行 い,受 け持 ち部 署 と任 務 分担

を決 あ る。午後十一 時三十分 の上野駅 発最終列車が発車 す ると,直 ちに上 野駅

地下道 にある各所 の シャッターをすべて下 ろ し,退 路 を遮断 した後,ま ず 警官

隊が入 って,通 路 い っぱいに横 たわ って寝 ている浮浪者 に対 して,強 制 収容 を

施行 す る。 ・… ここまでの作業が警察 の担 当で あるが,そ れか ら後 の措 置

は都 ・区側の受 け持 ちであ る。 その作業 は分業 になっていて,頭 髪か らズ ボ ン

の中までDDT粉 末 を散布す るもの,予 防接種を行 うもの,浮 浪者 を各施 設 に

割 り当て る もの,護 送用大型 ジー プまで誘導す る ものなどであ る。 ・… す

べてが終 わ ると,私 た ち施設側要員 は,割 り当て られ た浮浪 者 を,そ れぞ れの

施設へ護送す ることにな る。 … これ らがす っか り終了す るのは明け方近 く

で ある。」(文 献 ・.137～8)

このよ うな 「か りこみ」 は形 を変え なが らも30年 代を通 じて続 くが,40年 代

の保護行政の区へ の移管後 は一部の区での不定期 な街頭相談へ変化 してい くの

であ る。

なお 「か りこみ」 という対策 の他,東 京へ の流入制限が昭和21(1946)年 の

都会地流入抑制緊急措置令 と して出 されて いる。 またデフ レ政策 による不況 が

招 いた農村か らの流入 を抑制 し,「浮浪者」 を農村 へ送 り返 す もの と して昭和

26(1951)年 には上野駅 と丸 の内都庁 内の2ヵ 所 に生 活援 護相 談所 を設 置 し,

旅費 を出 して帰郷 の世話 を した り,炭 坑 などへ の就職斡旋 などを行 った とい わ

れている。 これは法外援護 の形であ るが,「本来国策 を直接 間接 の原因 と して

発生 す る浮浪者 に,大 都市のみが責任 を負わねばな らぬ理 由 はないという感情」

もあ った(文 献23-p.4)。 この年 だけで1万2千 件 を扱 った と記 録 されて い

る。(文 献25-p.24)こ の他,住 宅供給事業 は最 も本質 的 な対応 で ある と考 え
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られ るが,こ れが越冬用 の応急住宅建設 に終始 し,な かなか十分 には進 まなかっ

たのは,連 合軍兵舎建設,炭 坑 な ど傾斜生産方式 による重点産業 の基盤 整備 の

ために資金 と資材が集 中 されたか らだ と本間義人 は指摘 して い る。(文 献36-

p.158)

(3)収 容施設 ・宿泊所 ・テ ン ト村

さて,「か りこみ」対策 は当然上 に述 べたよ うにそれ を受 け入 れ る施 設 を前

提 と して,そ の協力の下 になされざ るをえないが,敗 戦 によ って施 設 自体 も機

能 で きないものが多か った。 また施設 とい って も,一 時収容 の宿泊所的 な もの

と施設 との区別 もそれ ほどは っきりしていない。 さ しあたりの 「収容」先 と し

て は養育院な ど戦前 の施設 の他,軍 事用施設,学 校,区 役 所 な ど公共 施設,寺

院 な どで焼 け残 って いるところを収容所 とし,さ らに上野 な どにはテ ン ト村 が

設 け られた。記録 されてい るのは戦災者救援会深川寮,愛 隣会 目黒厚 生寮,東

本願寺更生会,厚 生会館,忍 岡更生寮収容所,荒 川,淀 橋 の一 時収容 所,な ど

であ るが,こ の他,引 き揚 げ者寮 もあ り,後 に引 き揚 げ者 寮 か ら宿泊所 に変更

された施設 もあ る。 しか し,「浮浪者」 か ら 「仮小屋 生活 者 」 へ の変化 を伴 い

っっ もなかなか減 らない 「か りこみ対象」 を目の前 に して,た えず施設 の増 大

が要請 された。「か りこみ」 は 「施設」設置 といわばセ ッ トで計 画 され な けれ

ばな らなか ったか らである。 このためGHQは 旧軍 用施設 や物資配給 を社会福

祉施設 に優先的 に割 り当てる という方針を うちだ した。 これを基 礎 に東京都 は

「浮浪者 か りこみ」 や昭和20年 代後半 か ら増えて くる 「仮小屋」 や 「バ タヤ集

落」 の撤去政策 の前提 と して,旧 軍用施設 や公共施設 な どを利用 した民 間 団体

の浮浪者収容受託 を奨 励 し,そ こに 「浮浪者」 を割 り振 ってい くことにな るの

で ある。

この場合,二 っの点 に注 目 して おかねばな らない。一っ は,当 初GHQは 公

的責任を強 くうちだ し,民 間施設 の設 置を抑制す る方針 を打 ち出 していた。 す

なわち昭和21(1946)年1月 の 「救済福祉に関す る覚書」 は,私 設社会 事業 団

体 の創設 ・再興 に公 的補助金 を交付 してはな らない とい う趣 旨を含む もの と し

て出 された。 これに対 して厚生省 は 「これを全面 的に活用す ることが最 も緊急
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で ある」 と して再三 の折衝を重 ねて,条 件付 きで民間施設へ の補助 を可 能 に し

たのであ る。 しか し,実 際問題 と して東京 において終戦直後 に機能 しうる社 会

事業施設 は都内の養育院て いどの もので あ り,例 えば昭和初期 に多数建 設 され

た民 間団体 の労働宿泊所 はほどん ど活動 を行 っていな い,と 昭和22年(1947)

末 の報告 で は述 べ られて い る。(文 献21-p.44)そ こで,東 京 都 は いわ ゆ る

「公設民営」 と称 して,施 設 と用地 は公共 の もの を用意 した上 で,民 間団体 に

収容受託を奨励 して い った。 その一 っの形 は,愛 隣会 目黒厚生寮 や新栄 会富 士

見寮 などの ような軍用施設 の転換であ るが,こ こに戦前社会事業 にかかわ って

いた人材 を あてはあた り,ま たその軍 の施設で働 いていて,残 務処 理 を して い

た人 に委託 す るよ うな 「努力」 を行 ったのである。 さ らに,昭 和21年(1946)

秋 には山谷 の木賃宿経営者組合 にテ ン トな どを無料で貸 し付 けて収容 を依頼 し

ている。6メ ー トル四方 の約50の テ ン トが張 られ,「厚生 館」 と名 付 け られ た

といわれて いるが,こ の東京都民生局 の収容依頼 を契機 と して現在 の山谷 簡易

宿泊所街 が生 まれ るので る。 こ うした雑多 の形 を含む民 間施設 の展 開は,な に

よ りも目の前 の 「浮浪者」 の 「収容」 におわれた戦後の福祉行政 のス ター トを

象徴 してい る。東京都が なぜ最初か ら公営 でや らなか ったかは疑 問のの こると

ころであるが,お そ らく戦後処 理 としての臨時的 な対応 と して この時期 の 「居

住 の不安定」問題 の解決 を考 えて いたか らであろ う。 しか し,む ろん民 間社 会

福祉 としての資産 の裏付 け もな く,た だ委託す るためだけに作 られ たこれ らの

民間施設 の経営 自体 も決 して安定 した もので はな く,ま た暴力団や各種政 治勢

力の争 いの場 になることが少 な くなか った。 このあた りの事情 は前記山本の著

書 に詳 しいが,戦 前救世軍 で働 き,戦 後浜川寮長を勤 あた丸 山彦 衛 は次 の よ う

に回想 して いる。「終戦後東京都 内 には沢山 の厚生施 設 がで きたが,左 翼 や右

翼 や暴力団の団体 のゆさぶ りを受 けて沢 山の施設 が荒 らされ,引 っか き回 され

て,民 間団体 では施設長が追われて しまった り,公 立で も施設長 がか わ って し

ま ったところが多か った。」(文 献37-p.257)

二 つ 目は,先 に 「準浮浪者」 とい うカテゴ リーを作 った ことは述 べ たが,早

くか ら 「浮浪者」 中の労働能力 を もっ単身者 への対応を本来 の救済対象 とは区

別 しよ うとしていた。 これは戦前 の労働宿泊所 と養育 院の関係 の再現で あると
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い って よかろ う。実際養育 院では戦前 の 「鰹寡孤独廃疾」状態 の人々への処遇

へ戻 ることが主張 され,青 壮年層 に対 して は品川区 にあ った元公安局職員 舎 を

利用 して東京都立浜川寮が創設 される こととな った。 山谷へ の委託な ども労働

者 と しての 「居住の不安定」への対処 で あって,労 働能力者へ の区別 が あ った

と考 え られよ う。 しか し,い わゆ る 「浮浪者収容施設」 と 「宿泊所」 の区別 は

まだそれ ほど明確でな く,宿 泊所 も施設 も内容 は似 た りよ った りの もの で あ っ

た ようである。 た とえば戦前 の公営宿泊所 は厚生事業協会管理 にな って いた5

施設 が残 っていたが,ほ とん ど長期滞在者 であ り,「宿 泊事 業 本来 の性 格 は失

われている」状態で あ った とい う。東京都 は昭和23年(1948)に 保護 寮 条例,

24年 に宿(1949)泊 所条例 を出 して,こ れ らの整備 に乗 り出そ うと したが,そ

の本格的 な整理 は30年 代 に持 ち越 され るので ある。

(4)生 活保護法 による施設分類 と生活更生相談所の設 置

以上 のよ うな雑多 な施設 ・宿泊所 が現実 に展 開 されてお り,そ の経営 も不安

定 な ものであ ったが,先 の昭和25年 生活保護 法 において は,「 居宅 原則」 を補

足す る もの として保護施設 が位置づ け られ,し か も旧法 と異 な ってその種類 と

定義が明 らか にされた。種 類 と定義 を明 らかに したの は,も っぱ ら 「専 門 性」

の発揮 に根拠が あると説明 されてい る。 すなわち,「居 宅 」 で は保 護 の対象 を

類型的 に限定 しない建 て前 をとるが,こ れを補 う施設 はその設備 や方法 に 「専

門化」 した相違 があ り,「取扱 い対象」 を定 め る こ とに よ って,そ の長 所 を生

かせ るか らであ る。 そ こで,養 老,救 護,更 生,医 療保護,授 産,宿 所提供 の6

っ の施設種類が提示 されたが,こ の中で問題 になったの は更生,救 護,医 療 保

護 の三っの種類の性格づ けで あった。特 に前二者 は 「ほぼ これ らに該 当す る施

設 は現存す る し,且 っ,こ れ らがいずれ も被保護者 の更生の上において他を以 っ

て代 える ことので きない役割 を果 た して いることは肯定で きたのであ るが現存

す るものの多 くが必ず しも純粋 な形態 において存在 しないた め,他 と区別 され

る固有 の機能 が把握 されがたい」状態 で,議 論 を要 した と され て い る。(文 献

5-p,474～5)っ ま り,実 際 の 「浮浪者収容施設」 に近 いが,こ れ とは区別

され る もの と して,更 生 は社会復帰可能 な もの,救 護 は日常生 活 を平 穏 に送 ら
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せ ることを 目的 とす るもの,と い う区別をっ けて分類 したのであ る。 なお ,宿

泊所 は生活保護か らはずれ,社 会事業法で2種 社 会福祉事業 と位置づけ られた。

こうした 「専 門性」 を基盤 と した分類 は当然施設の 目的や機能 か ら収容対象

を区切 ることを要求す るが,実 際 の 「収容」 は 「収容対象」があって施設 を作 っ

て いった,と い う矛盾があ った。 あ る場所 の 「仮 小屋 」 撤 去 の ため に,あ る

「施設」 を作 った,と い うのが実 際の経過だか らであ る。 この ため厚生 省 で も

「経過措 置 と して既存 の保護施設 を新法 に定あ られた保護施 設 の種 類別 に整理

す る必要が ある。既存の保護施設中 には,例 えば,養 老施設 であ るか救 護施設

であ るか,又 は更生施設 であるか宿所提供施設 であ るかが判然 とせぬよ うな も

のが若干存在 す る。」(文 献5-p.477)と 指摘 し,利 用者 の入 れ替 え な ど必要

な措置 を とらねばな らない とい う通知 をだ したのである。 しか し,こ う した措

置 はなかなか進 まなか った。 これが30年 代初頭の保護施設再建整備 とい う上 か

らの強硬策 にっ なが ってい くのであ る。 また児童施設 と異 な って,保 護 施 設最

低基準 が40年 代 までで きなか った経過 は,こ のよ うな雑多 な施設 の存在 にあ っ

た ともいわれている。

特 に昭和20年 代半 ばの東京 は,ま だまだ増 え る 「浮浪 者収 容」 「仮小 屋 」 撤

去 のたあに 「施設」が急増 されねばな らな い時期であ った。東京都 の福祉行政

において も 「浮浪者保護事業」 とい う用語が公式 に使 われてお り,そ の 中を専

門分化 して処遇 する とい う段階 にはまだなか ったといえ よ う。 よ うや く,昭 和

29(1954)年 暮 にな って先述 の生活援護相談所 が生 活更生 相 談所 と改称 され,

専門分類 の前提 としての 「資質鑑別」機能を取 り入れ,都 内全域 を一元 化 した

専門的な判定 ・措 置機関が設置 された。すなわち,「居 住 の不安 定」 者 に関す

る措 置権 だけを都知事が留保 した形で,作 られ たわ けである。 この3年 前 に福

祉事務所が設置 されたばか りであ ったか ら,こ うした機関を別 に設 ける ことの

妥 当性が問題 にな ったが,そ れ までの現実 とは別 に施設機能 か ら対象 を裁 断 し

よ うとすれば,こ う した 「鑑別」→ 「判定」→ 「措置」→ 「収容」 とい う一連

の行為を一元的 にな しうる機 関が不可避 とされたのである。
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5社 会福祉 「一般化」への準備 一昭和30年代

(1)国 民皆保 険 ・皆年金体制 と 「居住不安定者」 の 「資質鑑定」基準

昭和30年 代 は高度経済成 長へむ けて国民生活 の安定 が政策 問題 とな り,ボ ー

ダー ライ ン層 などの問題や,経 済成長が要請す るよ り広域的 な労働力の流動 化

とい う 「不安定」要因 を抱 えなが らも,一 般 の国民生活 は 「居住 の安定」 を確

保 し,戦 前 にはなか った豊富 な消費財 を利用 した 「高度 な消費生活」 を享受 す

る方 向性 を明 らか に して い った時期 であ る。 こう した国民生 活一 般 の 「安 定」

を支え るものと して,国 民年金法,国 民 健康 保 険法 が まが りな りに も成立 し,

国民皆保険 ・皆年金 とい う社会保障体制が スター トを き った。 これ らの社会保

障制度 は職域 か地域へ の 「帰属」証明が前提 であ り,そ れが不安定な場 合 はそ

の保 障の枠組 みか らこぼれ落ちざ るをえな いもので ある。 また,こ の年 代 によ

うや く成立す る公営住宅法 において も,当 該地域への居住歴 が問 われ,保 証 人

などを必要 としたか ら,「居住 の不安定」 の予 防機 能 はあ るて い ど期待 で きて

も,そ の解決法 にはな らなか った。社会保 障 ・住宅政策 はその一般的 フ レー ム

ワークの中で,「居住の安定」 を前提 と した制度体 系 しか組 め なか った と もい

えよ う。

そ うはいって も30年 代 の前半 はまだ 「仮小屋」撤去 が続 け られていた時期で

あり,「居住 の不安定」 が消滅 したわけで はなか った。 しか し一 般 的 な 「居 住

の安定」 の展 開 との対比 の中で,「居住 の不安定」 な人 々 は 「特 殊 な人 々」 で

あるとい う位 置づけが次第 に強 くな り,し たが って この 「特殊」 を十分 ふ まえ

て,「近代 的社会福祉」 の方法=ケ ース ワークを用 いた 「処遇 」 が必要 で あ る

とい う声 が高 まってい った。先 に述べ た専 門的判定 ・措 置機関 と しての生活更

生相談所 の設置が この契機 とな った ことはい うまで もない。 こう して,一 般 の

人 々に比 べて 「居住 の不安定」 な人 々の 「資質」 の特徴 とその 「分類」が問題

とな り,そ の前提 と しての 「鑑別」 が この問題 への 「近代化策」 と して ク ロー

ズア ップされてい くことにな る。 この点 をよ く示 しているのが東京都 が昭和31

(1956)年 に 「浮浪者等 の落着先 であ る都内の更生施設 と宿 所提 供 施設 」26施
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設 を とりあげ,こ の入所者3400強 ケースについて行 った調査 「要保護層の解剖」

であ る。

この調査 で は,「終戦直後 の浮浪者 は,全 く受動 的 な立場 で浮 浪者 にな って

しま った者 が多 い」 っ まり 「終戦 直後 の浮浪者 と現在の浮浪者 とで は根本 的に

相違が ある」 とい う前提 の もとに,い わば 「本質的浮浪者」 の 「心情 力 」 「心

情質」 に的を絞 った調査 を,少 年鑑別所で採用 して いるテス ト法 を用 いて実施

した。 この結果,調 査対象 は 「一般人 の場 合に比 しやや知的 に劣 る」が 「この

調査 のみで は軽 々 しく速断」で きない と述べなが らも,総 合判定 では健康 ・準

健康が4割,そ れ以外 は問題 ケースとされたので あ った。(文 献23)こ こか ら,

生活更生相談所で は更生 の 「鑑別」基準 として5っ の基準 を設 けた。第1種 は

6ヵ 月 一1年 で更生可能 な もの,第2種 は異常傾向が著 しく1年 以上の養護 お

よび補導を必要 とす るもの,第3種 は きわめて自立 困難 ではあ るが補導 の可能

性が残 されてい るもの,第4種 は軽度 の身体障害者,第5種 は長 期 にわ た る病

弱者,と い うものであ る。 しか しこう した基準 に基 づいて分類収容 して い こ う

とす る方 向は,現 実 には うま くいかなか った とい う。 その原因 と して は,現 実

の雑多な施設の存在,生 活保護法 の枠 などが指摘 されているが,も っと根本 的

には,「居住 の不安定」 がその時々の社会構造 の中か ら多様 な内容 を もって生

み出 され るとい うことと,あ る基 準での 「分類」 とい うこととの間 に矛 盾 が存

在 していたか らで はなか ろうか。 しか し,こ の時点で は 「分類」 こそが この分

野 での社会福祉 の 「近代化」 の方向であ り,前 提 であ ったわけで ある。

(2)保 護施設再建整備計画

以上の ような東京都 にお ける 「浮浪者処遇」 の模索 と同 じ時期 に,生 活保 護

施設全体 の見直 し,再 編が厚生省 の レベルで問題 にな っていた。 それはす で に

述べ たように,「か りこみ」 によって現実 に収容 した人 々へ対 処 して いた保 護

施設 の現状 と,生 活保護法 による施設 の位 置づ けに大 きな隔た りが あったか ら

で ある。 このために厚生省 が とった方 法 は 「生活保護法 の規定 に現実をあわせ

る」 とい うものであ った。

生活保護施設 に関 して は,先 に指摘 したよ うな戦後処理 的な委託 によ って い



49

たため,そ の経営上 の問題 が20年 代 の半 ば ごろか ら問題 にな ってお り,厚 生 省

ばか りでな く大蔵省,行 政管理庁 などか らも,認 可基準 か らみて不 適格 な施 設

の存在,保 護費,事 務費の不当流用 などが くりかえ し指摘 されて いた。 この た

め,厚 生省 は昭和29(1954)年 に 「施設業務費基本通知」,「養老 施設,救 護 施

設及 び更 生施 設 にお け る医療扶 助等 の適 用 にっ いて」 を出 して い た が,30

(1955)年5月 に 「収容保護i施設運営要綱」 といわれ る 「養老施設,救 護施 設,

お よび更生施 設の設備及 び運営 にっいて」 の事務次官通知 を出 し,ま た翌31年

5月 には 「生 活保護法 による保護施設運営上 の取扱 いにつ いて」 を通知 し,さ

らに昭和32年(1957)に はこの指導書 ともい うべ き 「保護施設取扱指針」 を発

行 して,ま ず保護施設を近代福祉法 と しての生活保護法の理念 に従 って整備 再

建 す ること=保 護施設 の近代化 の必要 を強調 した。 とりわ け これを監督指導す

る都道府県(5大 都市)に は準拠すべ き方針 を示 し,こ れ に従 って それ ぞれ の

地域 にお ける保護施設 の整備計画を樹立す ることを要請 したのである。

さて この場合 問題 は 「どのよ うに現実を法 にあわせ るか」 にあ るといえるが,

特 に 「居住 の不安定」 な人 々の扱いにっ いて,更 生施設の性格付 けを中心 にそ

の苦労 の後 がみえ る。例 えば要綱で は更生施設 に関 しては第1種 更生施設 と第

2種 更生施設 に分類 し,前 者 は疾病回復者 また は軽度 の精神 障害者(「 浮浪 者」

は除 く),第2種 は 「浮浪者」 を収容す る施設 とされ た。 第1種 の病 気回復 者

とは当時結核 の回復者 が念頭 におかれたよ うで ある。 しか し指 針 で は,「 これ

までの沿革上 とか く浮浪者の収容施設 だ けで あるかの如 く誤解 され る場合が多

いのであ るが,更 生施設 は即浮浪者収容施設だ けで は決 してないのである」 と

注釈がついて,更 生施設=「 浮浪者施設」 ではな く,ま ず更生可能な対象があっ

て,そ のあ とで1種2種 の分類 であることが強調 されて い る。(文 献10)す な

わち,更 生可能 でない場合 は この施設収容 の対象 にはな らない,と い う ことで

あ る。 ここで は,「対象が あ って施設 を作 って きた」 戦後 の経 緯 が 「施 設機 能

にあわせて対象 を選定す る」方向 に転換 されてい ることに注意 を払 ってお きた

い。 さ らに,昭 和34(1959)年 の社会局長通知 「生活保護 法 によ る保護 施設 に

関す る事務 の適正化 につ いて」で は,保 護施設種類 の一層 の明確化,利 用者 の

取扱 い区分 を明確 に して,必 要 な措 置を とることを都道 府県 に要 請 して い る。
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なお,こ の通知 で は 「公設民営」 とい う委託形態 の廃止 にっ いて もふれてお り,

完全公営 ない しは完全民営への切 り替 えに必要 な措置を とることも強調 されて

いる。

(3)東 京 におけ るその実施

ところで,東 京都 において は,雑 多 な施設 の中 に 「浮浪母子」 を中心 とす る

施設 な ど特定 の対象 に特化 した施設 がすで に存在 して いたり,ま た先 に指 摘 し

た実態調査 に基づ く基準 など も使 いなが ら更生施設の なか に父子寮 を作 るな ど

の独 自の施設分類 が進 みつつ あ ったが,結 局以上 の厚生省 の指導 の線 で,東 京

都 において も保護施設 の再建整備計画 がたて られ ることにな った。 この再建整

備 の方針 は,「養老施設 は定員3164名 に対 し4467名 収 容 されて お り,し か もな

お収容 を必要 とす る者 が2394名 いる。 これに反 し更生施 設 は定員3047名 に対 し,

5637名 を収容 してお るが,こ の被収容者 の大半 は自立更生 した者で あ って,真

に養護指導 を要す る と認 め られ る者 は400人 に満 たず,し か もこの400人 の う

ちには養老施設又 は養護施設 に収容 すべ き者 を含んで いる」 とい う現状認識 の

下 に,「未 だ収容 されて いない更生施設対象者 の処 置 を考 慮 して も,更 生 施設

は本都 と して は,500名 程度 の収容能力を もてば足 りる」 と して 「この際一 方

においては自立更生 した者 も宿泊所,都 営住宅等への転 出を強力 に推進 す る措

置を講ず るとと もに,収 容能力 の不足 してい る養老,救 護,ま た は宿 提施設 へ

の転換及 びそれ らの増設 を図 らん とす る」(文 献24)も ので あった。 すなわ ち,

更生施設の縮小 が この整備の主眼 であ った。

具体的 には① 都 直営 の浜川寮,生 活更生相談所 に付 置 され て いた一 時保護

所以外 の更生施設 は原則 と して昭和34(1959)年7月1日 に養老,救 護,宿 所

提供施設,宿 泊所 に種類変更 を行 う。② 更生施 設 に現 存 す る対象 者 は原 則 と

して移送 せず その まま種類変更後の宿所提供施設 に収容 して お く。 ③ 養 老 ま

たは救護施設 に種類変更 された施設 に収容 されている宿提 または宿泊所対象者

は35年6月 末 までに適当 な施設 または住宅 に転 出させ る。 とい う思 い切 った方

法が と られ た。要 す るに,民 間団体が受託 していた更生施設 の対象者 は全 て宿

提対象者 に切 り替 えたわ けで ある。 この場合,厚 生省方針 の建 て前 か ら言えば,
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一人一人 にっいて更生対象 か否かの判定が必要 だ ったはずで あるが
,そ の よ う

にはで きなか った とい うのが当時の都 の関係者 の証言 であ る。 そ もそ も宿提対

象者 と更生対象者 自体 の分類基準が必ず しもはっきりしていなか っただけでは

な くx定 数,職 員 や事務費 の基準が異 な るため,民 間団体 の利害 が か か って い

たか らで ある。 したが って 「更生対象 が混 じって い る ことはわか って いたが,

整理 がっか ないので全 て宿提 とい う大 冒険」 を したわけで ある。 また,建 て前

と しては生活保護 の居宅原則 にたち戻 り,更 生 な どを必要 とす る対象 にだ け施

設対象を絞 るとい うことであ った と もいえ るわ けで あ るが,「 居 宅 の不安 定」

状態が現 にあ るのだか ら,更 生対象以外 の人 々 を放 り出す ことはで きず,結

局宿提 や宿泊所 が対応せ ざるをえなか った。 なお,こ こで生活保護法 の外 にお

かれた宿泊所 を含 んだ再建整備 にな っている ことに注意 してお きたい。すなわ

ち更生や宿提 の保護施設 と しての機能 を明確 にす るためにはその 「ア フターケ

ア」 としての宿泊所がセ ッ トで考えなければ な らなか った ことになる。 また こ

の整理 で は,更 生対象 は 「単身」 に限定 され,父 子な どの家族 は家 族 で あ る と

い うだ けで宿提 にまわ され ることにな った。更生 とは個人 にかかわ る概念 であ

るというのが指導 した厚生省の解釈 であ った といわれ て い る。 またい わゆ る

「浮浪母子」 は児童福祉法 によ る母子寮へ転寮 が奨励 され た。 この よ うに,再

建整備 は,更 生施設 の数 を縮小 しただけでな く,そ の対象 を絞 りこん だ とい う

点 に特徴が あ る。 そ して,そ こか ら押 し出され た人 々の受 け皿 と して宿提 お よ

び宿泊所が位 置づ け られ た。言葉 をかえれば,「浮浪者 」 の うち更生 可能 な単

身者 は更生施設 であ るが,そ れ以外 は宿提 ない しは宿泊所が対処 す るわ けで あ

る。 もっとも実 際 はこの よ うな判定す らしないで,民 間施設の対象者 は全 て宿

提 ・宿泊所 に押 し出 して しまったのであ るが。

こう した再建整備 をへ た後 も,30年 代 の浜川寮 な どでは 「か りこみ」 によ る

収容 が行われ,上 記の保護施設で はない臨時の施設 や民 間 の ドヤな どに頼 ん で

保護す るなどの処置が行 われていたとい う。 法 によって切 りと られた現実の矛

盾 への対処 といえよ うか。

なお,こ の再建整備 で は戦後処理 的に委託行為 だけで成立 していた民 間 施設

を資産基盤 を明確 に した社会福祉法人 としての本来 の姿 に もどすため,建 物整
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備 のたあの共 同募金 などの資金利用 の便宜を もはか った。

6地 方 自治 の拡 大 と 「地 域 福 祉 」 の ス ター トー昭和40年 代

(1)地 方 自治法 の改正 と 「浮浪者対策」 の区移管 の顛末

保護施設再建整備 の実施 は,生 活保護法 の適正 な実施,ま た民 間施設 を含 ん

だ社会福祉 の 「近代化」 に とっては不可欠 な 「戦後処理」 であ った。30年 代 の

後半 には老人福祉法,母 子福祉法,児 童扶養手 当な どの整備 もあ り,「貧困」 と

いう枠組 みをはず した 「国民」 とい う一般 的な枠組み による社会福祉の模索 が

始 まって いた。他方 で こうした福祉分野 も含 め,高 度経済成長 による著 しい行

政の量的質的拡大が あ り,こ れを中央集権的 に扱 うのか,地 方 自治 を確 立 して

い くのか とい う対立 が生 じていた。 昭和39年(1964)の 自治法改正 は後者 を基

調 と して,懸 案 だ った東京都 と特別 区の事務配 分 問題 を見 直 し,「住民 に身近

な事業 は区 にお ろす」 ことを明確 に した ものであ った。 この改正 によって,昭

和40年(1965)4月 か ら福祉事務所,生 活更生相談所,各 種施設 は特別 区 に移

管 され ることにな った。 ここに東京 におけ る 「居住 の不安定」 を伴 う貧困対策

は全 く新 しい局面 を迎え るのであ る。

すなわちfこ の 「移管」 によって,福 祉 の措 置権が特別区の福 祉事務所 にお

ろされ,そ れ に従 って 「住居が明かでない」人 々の保護 の措置を都知事 が留 保

す る形 とな って いた生活更生相談所 も所在区 の もの とな り,都 営施設 は区営 と

な り,都 の委託施設 は区 の委託施設 とな った。 なお,女 子 の単身者 の施設 が こ

の時廃止 され,売 春防止法施設 にまわ され ることにな った点 も重要であ る。 も

ともと 「居住 の不安 定」 な貧困 は地域への帰属性 が もてない ところにその特徴

があ り,広 域移動 を不可避 とす るわけだが,そ れを 「身近 な区にお ろ した」 こ

とによる混乱 は最初 か ら予想 され て いた。 しか も施設 は偏在 して いたか ら,

「対象者 の収容 にっ いては各 区共閉鎖 的にな り,又 特 定 区 のみ のが負担 増 にな

るので いきおい事業 縮小 の傾向が出て くる。収容定員 の縮小,職 員 の削減,兼

務,各 区間 の調整 の不備等。施設収容等 の困難か ら,各 実施期 間 の間 で は対 象

者 を タライ廻 しす る傾向等」(文 献8P.15)が 生 まれ ざ るをえ なか った。 こ



53

のためすで に昭和40年(1965)8月 には 「共 同処理」 の提案 がな され,結 局42

(1967)年4月 か ら生活更生相談室お よび一時保護 所,各 保 護施 設,宿 泊所 に

っいては特別 区人事 ・厚生事務組 合によ る 「共 同処理」業務 に変 え られて いっ

たのである。

この事務組合 による 「共 同処理」 は① あ くまで も措置権 は各 区 の福 祉事 務

所 にお く,② 生活更生相談室 は各福祉事務所 が措 置 した もの,あ る いは措 置

を要す る ものの判断機関 であ り,施 設選定機関で ある。 ③ また一 時保 護所 は

緊急保護施設 であるとともに,他 の保護施設 を選定 す る間の待機施設 と して の

性格 を併用す ることにな った。施設 は事務組合立,な い しはその委託施設 となっ

たわけであ る。 都直営 の時 との違 いは特別 区以外 は この共 同処理か ら除 いて い

ること,一 時保護所 は単身男子 に限定 した ことで ある。 なお,こ の よ うな 「居

住 の不安定」 な人 々の保護 にかかる費用 は区 が実施 して も都 の単独負担 とされ

た。

こうして,現 在 の東京都 の 「居住の不安定」 への保護 にお ける 「事務組 合方

式」 がで きあが る。 それ は都 と しての一元的 な もので もなければ,各 福 祉事務

所の一元的実施 で もない,と い う奇妙 な形態で あ った。昭和43年(1968)に 厚

生省 は都市化 に伴 う大都市 独 自の生活保護問題 の顕在化 とい う視点 に立 ち,6

大都市 の調査 を行 ってい る。 この報告書 「6大 都市 にお ける生活保 護の現況 と

諸問題」 の中で 「浮浪者等」への保護実施 の方策 として,大 阪 などの集 中管 理

方式,横 浜 ・名古屋 などの福祉事務所管理方式,東 京 の事務組合方 式 の3つ の

タイプを対比 させ,と くに集中管理 とそれ以外 の方式で どち らに行政上 の効 果

があ るか見 きわめる必要 があ ると指摘 されて いる(文 献7)。 行政 上 の効 果 を

何 によ って判断す るか に もよるが,少 な くと も東京 の方式 は,「居 住 の不安 定」

へ 「施設保護」 中心 の対策 を立 てるとい う意 味か らは,消 極 的で宙ぶ らりん の

ものにな ったことだけは確 かである。事務組 合 は権限 のない ことを嘆 き,各 福

祉事務所 は判定 に廻 さなければ施設保護が で きない ことに腹をたてるのである。

東京 にお いて 「居住 の不安定」 を施設収容 で対処 しようとい う方策 が実質上

消極 的な方向へ向か うこの昭和40年 代初 めに,厚 生省 はよ うや く保護施設 最 低

基準 を決定 し,施 行す る ことにな った。 この最低基準 において は,更 生施 設 の
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第2種 は完全 に否定 され,「 いわゆる浮浪者 にっ いて も,更 生施 設 対象者 とみ

な されない者 にっいては,他 の適 当な施設 に収容 す る等 の措 置 を講 ず るこ と」

(昭和41年7月 厚生省令)と なったのであ る。戦後処理 と しての 「浮浪者収容」

は ここに終止符を うった といえよ うか。

(2)「 ドヤ保護」 と山谷 における都 の福祉対策

以上 の経過 の中で,昭 和40年 代 の東京 の保護施設 は閑古鳥 が鳴いていた とい

われる。 しか し,「居住 の不安 定」 を伴 った貧 困 が な くな ったわ けで はな く,

事務組合方式 の煩雑 さを避 けて,各 福祉事務所が タライ廻 しに した り,「 ドヤ」

と呼 ばれ る民間 の簡易宿泊所で緊急保護をおこなった りした ことの結果で もあ っ

た。 また,昭 和39年(1964)の 東京 オ リンピックの少 し前頃か ら建設にお け る

労働者需要 が高 まる中で,「居住の不安定」 な単身 男子 は簡 易宿 泊所 に相 当数

吸収 されて いった。特 に戦後処理 と して労働能力 ある 「か りこみ」対象者 を吸

収 した山谷地域 は,こ の ころ220軒 の簡易宿泊 所 が集 中 し,13000人 と推 定 さ

れ る日雇 い労働者の 「滞在」す る大 きな労働市場 と して 「発展」 を とげていた

のである。

ところで施設収容 が消極的 にな って い く少 し前の昭和38年(1963)に 都 の保

護実施要項 の改訂があ り,そ れ まで明記 されて いた 「単身世帯 の要保護者 につ

いてはな るべ く住宅扶助 の特別基準 の対象者 とせず,保 護施設 に収容す るな ど

の手段 を講ず ること」 とい う文言が削除 された。つ ま り,そ れ までは居宅 保護

の原則 を 「居住の不安定」 な人 々に適用 す る場合避 けて通れない都市 の高額 な

住宅費 を特別 に扶助す るシステムを単身者 には適用 して こなか った訳 で あ る。

この削除 は台東 ・荒川 などの 「ドヤ」 での保護認定要求 や青空 で も住所 だとい

うよ うな保護権 の要求が背後 にあ った といわれてい る(文 献8)が,結 果 的 に

みれば,40年 代 の施設収容へ の消極化 と同調 して,「 居住 の不 安定」 へ も居宅

保護原則 を適 用 して行 くという路線 の一端 とも考 え られ る。

しか し,こ の路線 は徹底 した ものではなか った。第一 に40年 か ら 「居住 の不

安定」 な要保護者 につ いて も実施責任 を委ね られた各 区 の福 祉事 務所 は,「 ド

ヤ」集中地区や繁華街 を もっ特別 な福祉事務所 を除 いて は,こ うした対象 に対
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しての保護適用の方法 や担 当について明確 な体制 をと った わ けで はなか った。

昭和60年 代 に入 って都議会で 「住所不定者 ・浮浪者対策」 にっいての質問 に対

して知事 は昭和40年(1965)か ら特別区の対策 とな った,と 答 弁 して い るが,

各区,各 福祉事務所が これを積極的 に受 とめていたとはとうて い考え られない。

「か りこみ」 にかわ って 「街 頭相 談」 が三 っ の区 で行 われ て い る他 は,放 置,

タライ廻 しが実状 であ るといえよ う(文 献8)。 そ もそ も 「住民 に身 近 な総合

窓 口」 と しての福祉事務所 にとって 「居住 の不安定」 な人 々 は本来 の 「対象」

と して認識 されがたいので あ り,し たが って,こ うした対象への対処 の ノ ウハ

ウや システムが形成 され ないまま個々の ワーカーの個別的 な対応にゆだね られ

て いった といえよ う。 要す るに,「居住の不安定」 に対 す る視点 その ものが喪

失 してい ったのであ る。 また第二 には,「 ドヤ」 集 中地 区 にお いて は 「ドヤ」

保護 自体 はあるていど進 むわけであるが,む ろん 日雇労働者 であ るか らそ の 日

仕事 がないとい った程度 で は保護 にはかかれないことにな る。 また 「ドヤ」 へ

の宿泊が長期 であれ ばそ こを居宅 と して居宅保護 がで きるわ けであ るが,そ う

でなけれ ば 「現在地」保護iとな り,先 に指摘 した ような疾病 な どの特別 の状 態

がなけれ ば保護 され ない ことになる。各福祉事務所 も,高 齢者 な どではアパ ー

トの斡旋や ドヤでの保護 を してい くが,壮 年層 や 「浮浪状 態」 の人 々に は疾病

時の緊急保護 と して しか対応 で きなか った。現在で は,施 設以外 では入院 に よ

る保護が最 も多 く,「 ドヤ」 は一 時的な緊泊施設 として使 われているとい う。

こうした,特 別 区への移管 によ る 「居住 の不安定」へ の保護対策 の混乱=施

設収容 の消極化,福 祉事務所 による 「浮浪者」 の タライ廻 しな どの ッケ は,結

局山谷 な どの特定地域へ の 「居住 の不安定」 の囲 い込み とその内部 での 「法外

援護」 を中心 とす る都 の 「特殊 な」福祉対策 とな って いか ざ るをえ なか った。

特 に山谷地域 にお いて は,昭 和35年(1960)か ら40年 代 にかけていわゆ る 「山

谷暴動」 とよばれ る一連 の事件の影響か ら,所 在区が積極 的なかかわ りを もっ

ことに後込 み しは じめ,こ の地域 を一般の区域 とは異 な った もの として 「特 殊

視」 しは じあた。 これ に対 して東京都 は民生局を窓 口 と し労 働,衛 生な どを も

交 えた山谷対策室 を昭和40年(1965)に 設置 し,ま たその福祉対策 のセ ンター

と して城北福祉 セ ンターを開設せ ざるをえな くなった。 当初 は,台 東区 の福祉
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事務所が セ ンター内にワーカーを常駐 させていたが,昭 和44年(1969)に はそ

れ も引 き揚 げ,セ ンターの業務 は これ らの福祉事務所へ の連絡 と健康相 談,緊

急入院手続 き,一 泊単位の臨時宿泊やパ ン ・衣類 ・履 き物,交 通費 の支 給 な ど

応急的な法外支援 が中心 とな って い く。 なお,50年 以 降 に なるが,「 ア ブ レ」

の多 い冬期対策 と して越年越冬期 のみの施設 が作 られ るよ うになった。 これ は

山谷地域外 におかれているが,山 谷 の中に置 かれなか ったのは,人 を集 中 させ

る行為 と して警視庁 が反対 したたあで あ った といわれてい る。 また通年施設 と

しなか ったのは,外 の地域 か ら反対 が あるためであ る。 この ことにも示 されて

いるよ うに,山 谷 にこれ以上 「居住 の不安定」 を集中 させた くな いが,一 般 地

域 に ももっていけない,と いう矛盾が ある。 いいかえれば,台 東 ・荒川 とい っ

た所在 区を も含 めて,「一般住民」 を基礎 と した基 礎 自治体 の行 政 が確保 で き

るのは,「行政 にはな じまない人 々」 を山谷 な ど特 定地域 に囲 い込 み,そ こは

都 の 「山谷対策室」 とい うこれ も 「特殊 な部局」 にまかせ るとい う体制を とり

えたか らで はなか ろ うか。

こうして,40年 代以降 の東京 の 「居住の不安定」 を伴 う貧困 は,① 実施責 任

を もっが これ らの対象へ の明確 な視点 を欠 いた特別区の福祉事務所,② 事務 組

合方式 による判定 と施設機能 か ら切 りとった対象 のみへの施設収容,③ 都 が直

接運営 す る城北福祉セ ンターの応急的法外援護,と い う3部 門の混成的 で不 統

一な対策 に委ね られ ることにな ったので ある。

7お わ りに一 「住宅福祉」 の時代へむけて

以上 のよ うに,戦 後の東京 にお ける社会福祉 は 「居住 の不安定」 な貧 困 に対

して,「か りこみ」収容 か らスター トしなが ら,「安定居住」 を前提 と した近代

的福祉立 法の整備 にあわせて対象 をふ るい分 けて収容 して い くとい う方向 に転

換 し,さ らに40年 代以 降の基礎 自治体 における福祉 の展開の開始 に よって,そ

う した自治体 の一般的な 「行政 にはな じまない」特殊 な層 と して,一 部施 設収

容 の他,緊 急保護,法 外援護 の対象 と して扱 う傾 向 を明 白 に して い った。 「居

住 の不安定」 の問題 を制度や行政 の方か ら見て 「特殊化」 し,そ の対策 の多 く
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を法外 にもってい くことで,福 祉 の一般化が進行 し得 たと もいえよ うか。 また

東京の場合 は,施 設収容 と地域 での緊急保護,法 外援助 のどち らを柱 にす るか

は不鮮明で,し たが って どち らとも明確 な方針を もちえなか った。50年 代以降

保護施設 や宿泊所 は,中 国帰 国者,サ ラ金被害者,土 地価 格 の高 騰 な どによ る

立 ち退 き強制 などの新 たな 「居住 の不安定」 へ対処 す る もの と して,施 設 の存

在意義 をあ らためて明 らかに しようと してい る。 また山谷地域 などで は民間団

体 によ るアル コール問題解決 のプログラムな ども試行 され るよ うにな った。 こ

れ らの詳細 な検討 は別 の機会 を持 ちたいが,40年 代 までの歴史 が示 して い る も

のは,近 代 的福祉 の成立,福 祉の 「一般化」 が,戦 前 の 「救 貧福 祉」 が まが り

な りにも向 き合 って きた 「居住 の不安定」 を伴 う貧困 をふ るい落 と して きた と

い う事実で ある。 それ は制度が一般住民,一 般国民 の フレームワー クで整 備 さ

れれば されるほど,ま た地域分権的な方 向で実施 されれば され るほ ど,そ うな

らざるを得 ない矛盾 ともいえ よう。 また,こ こにはそ う した近代福祉 の専 門 的

処遇が分類 を要求 し,そ れ は結局分類 か らの対象 の切 りとりにな って い くとい

う矛盾を も含んで いた。批判 され るものであ ったにせ よ,終 戦直後 の 「か り こ

み」 は,と もか くも対象者が先にあ って,そ れをまるごと引 き受ける施設を作 っ

て いったのであ った。

しか し,「居住の不安定」 を伴 う貧困が戦後 の一 時期 だ けで な く,高 度経 済

成長 によって補充 され,都 市化 によ って補充 され,内 容を変 え なが ら も,い わ

ば構造的 に生み出 され るとすれば,た とえある時期 にその数が相対 的に少 な く

な ろうとも,こ れを 「一般」=「 居住 の安定」 にきちん と底上 げ しよう とす る

政策 が法外援助 ではな く用意 されな ければな らないであろ う。 それは現在 の主

要 なテーマであ る 「住宅福祉」「地域福祉」 とい うことを考 え れば なお さ らで

あ る。 「在宅」 にの らない状況,「地域」 か ら住民 とはみなされない人 々の一定

量 の存在 を前提 とし,そ れ ら 「特殊問題」 を 「一般」 に引 き上 げるため の積極

的な福祉対策 をあ らか じめ含んだ ところに福祉 の 「一般化」 と して の 「在宅福

祉」「地域福祉」 があ るので はなかろ うか。高齢者 のアパ ー ト借 り上 げ な どの

「定住化対策」がおそま きなが らい くっ かの 区市 で言 わ れ るよ うにな ったが,

それ はここで述 べた 「浮浪者」 などと呼ばれ る人々を も含 めた 「居住の不安定」



58

へ の福祉 の対応 に連 な るものでな ければな らない。

(以下文献 の他,「 ホーム レス研究会」 での関係者 か らの ヒヤ リングを参考 に

している。紙幅 の関係 もあ って,こ の ヒヤ リングの内容全体,ま た山谷関係 と

くに昭和50年 代 の経 済不況下 の山谷労働者への生活保護適用問題,さ らに公営

住宅対策 との関連 にっいては十分展開 で きなか ったが,他 日を期 したい。)
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